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第１ 目的 

 この要領は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法

律第 20 号。以下「法」という。）、同法施行令（昭和 45年政令第 304 号。以下

「政令」という。）、同法施行規則（昭和４６年厚生省令第２号。以下「省令」

という。）、浜松市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則（平

成８年浜松市規則第 57号。以下「細則」という。）に定めるもののほか、特定

建築物等に関する事務処理方法を定め、円滑な運営を図ることを目的とする。

第２ 特定建築物 

１ 定義 

 法において、「特定建築物」とは、次に掲げる(1)から(10)に示す用途に供さ

れる部分の延べ面積（建築基準法施行令第２条第１項第３号に規定する床面積

の合計をいう。以下同じ。）が 3,000 ㎡以上の建築物（建築基準法第２条第１

号に掲げる建築物をいう。以下同じ。）及び専ら (11)の用途に供される建築物

で延べ面積が 8,000 ㎡以上のものをいう。 

(1) 興行場 

興行場法第１条第１項に定義する興行場。 

 (2) 百貨店 

大規模小売店舗立地法第２条に定義する大規模小売店舗。 

(3) 集会場 

公民館、市民ホール、各種の会館、結婚式場等、会議、社交等の目的で公

衆の集合する施設等。 

 (4) 図書館 

図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供

することを目的とする施設をいい、図書館法の適用を受けるものに限定され

ない。 

 (5) 博物館、美術館 

歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、整理し、保

存して、公衆の利用に供することを目的とする施設をいい、博物館法の適用

を受けるものに限定されない。 

 (6) 遊技場 

  設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、ボウリング、ダンスその他

の遊戯をさせる施設をいう。ただし、体育館その他自らスポーツをするため

の施設は含まれない。 

 (7) 店舗 

法 2①、政令 1

S46.3.11 

環衛第 44 号

便覧 P128
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  公衆に対して物品を販売し、又はサービスを提供することを目的とする施

設をいい、卸売店、小売店等の物品販売業のほか、飲食店、喫茶店、バー、

理容所、美容所その他サービス業の店舗を広く含む。 

 (8) 事務所 

  事務をとることを目的とする施設一般をいう。自然科学系の研究所は一般

に除外されるが、そこにおいて行われる行為が事務と同一視すべきものであ

れば（経済研究所、教育研究所等）、事務所に該当する。 

 (9) 学校等（(11)以外のもの） 

  学校教育法第１２４条に規定する専修学校、学校教育法第１３４条に規定

する各種学校、各種学校の許可を受けていないもので、各種学校類似の教育

を行うもの及び研修所。 

 (10) 旅館 

  旅館業法第２条第１項に定義する旅館業を営むための施設。 

 (11) 第１条学校等 

専ら学校教育法第１条に規定する学校（小学校、中学校、高等学校、中等

教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園）又は就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第７項

に規定する幼保連携型認定こども園。 

２ 建築物について 

プラットホームの上家、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施

設、高架の道路や公共地下道等は建築物ではない。 

３ 届出 

(1) 特定建築物の届出 

特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について

権原を有する者があるときは、当該権原を有する者）（以下「特定建築物所

有者等」という。）は、当該特定建築物が使用されるに至った日又は該当す

ることとなった日から１か月以内に、保健所長に届け出なければならない。

  ア 提出書類及び図面 

   (ｱ) 特定建築物使用・該当届（様式１） 

   (ｲ) 建築物の配置図及び各階平面図 

   (ｳ) 建築物の給排水設備の系統図 

   (ｴ) 建築物環境衛生管理技術者（以下「管理技術者」という。）の資格

を証する書類の写し（本証と相違ないことを確認するため、本証を提

示すること） 

S46.3.11 

環衛第 44 号

法 5①② 

委任規則 2

省令 1①②、細則２①

細則 2②(1)

細則 2②(2)

細則 2②(3)

当市運用 
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   (ｵ) 空気調和設備を有する建築物にあっては、当該建築物の空気調和設

備の系統図 

   (ｶ) 機械換気設備を有する建築物にあっては、当該建築物の機械換気設

備の系統図 

   (ｷ) 所有者以外に、特定建築物維持管理権原者（特定建築物の所有者、

占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有す

るものをいう。以下同じ）がある場合は、維持管理について権原を有

することを証する書類（(ｸ)の場合を除く。） 

   (ｸ) 所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者が

ある場合は、当該権原を有することを証する書類 

   (ｹ) 管理技術者に選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の

管理技術者を兼任するときには、管理技術者を兼任しても業務の遂行

に支障がないことについての以下の確認結果を記載した書類の写し 

    ａ 特定建築物所有者等の氏名 

    ｂ 書類を作成した年月日 

    ｃ 管理技術者の氏名、住所及び免状番号 

    ｄ 選任される特定建築物の名称、所在場所、選任される年月日 

    ｅ 選任される特定建築物ごとの管理技術者として従事する時間（当

該時間について、構造設備及び管理状況等を勘案して妥当であるか

判断すること） 

    ｆ 管理技術者以外の業務がある場合は当該業務に従事する時間 

    ｇ 特定建築物所有者等以外に維持管理権原者がある場合は、当該維

持管理権限者の氏名及び意見を聴取した年月日（維持管理権限者の

意見は本書類とは別に作成し、保存すること） 

  イ 現地調査 

   保健所長は届出のあった後、その職員に現地調査を実施させ、特定建築

物に係る設備等が届出内容と相違ないことを確認する。 

  ウ 注意事項 

(ｱ) 国、地方公共団体等の建築物の場合は、それぞれ国有財産法、地方

自治法等に規定する者が届け出るよう指導する。 

   (ｲ) 届出書に係る書類及び図面は２部提出させ、うち１部は現地調査後

に届出者へ返却する。 

   (ｳ) 管理技術者については、氏名の読み方及び所属する会社等の名称を

確認する。 

(2) 特定建築物の変更の届出 

 特定建築物所有者等は、(1)の届出事項に変更があったときは、その日か

細則 2②(4)

細則 2②(4)

省令 1③1

省令 1①6

省令 1③2

当市運用 

R4.1.31 

薬 生 衛 発

0131 第 1 号

省令 5④ 

当市運用 

S46.3.11 

環衛第 44 号

当市運用 

法 5③ 
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ら１か月以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。 

  ア 提出書類及び図面 

   (ｱ) 特定建築物届出事項変更届（様式２） 

   (ｲ) 管理技術者の変更にあっては、管理技術者の資格を証する書類の写

し（本証と相違ないことを確認するため、本証を提示すること） 

   (ｳ) 建築物の構造設備等の変更にあっては、当該変更に係る変更後の図

面等 

   (ｴ) 特定建築物維持管理権原者の変更であって所有者以外の場合にあ

っては、維持管理について権原を有することを証する書類 

   (ｵ) 全部の管理について権原を有する者の変更であって所有者以外の

場合にあっては、当該権原を有することを証する書類 

   (ｶ) 管理技術者の変更かつ選任しようとする者が同時に二以上の特定

建築物の管理技術者を兼任するとき、又は管理技術者の兼任状況に変

更があったときは、管理技術者を兼任しても業務の遂行に支障がない

ことについての以下の確認結果を記載した書類の写し 

    ａ 特定建築物所有者等の氏名 

    ｂ 書類を作成した年月日 

    ｃ 管理技術者の氏名、住所及び免状番号 

    ｄ 選任される特定建築物の名称、所在場所、選任される年月日 

    ｅ 選任される特定建築物ごとの管理技術者として従事する時間（当

該時間について、構造設備及び管理状況等を勘案して妥当であるか判

断すること） 

    ｆ 管理技術者以外の業務がある場合は当該業務に従事する時間 

    ｇ 特定建築物所有者等以外に維持管理権原者がある場合は、当該維

持管理権限者の氏名及び意見を聴取した年月日（維持管理権限者の意

見は本書類とは別に作成し、保存すること） 

  イ 現地調査 

   保健所長は届出のあった後、必要に応じてその職員に現地調査を実施さ

せ、特定建築物に係る設備等が届出内容と相違ないことを確認する。 

  ウ 注意事項 

管理技術者の変更にあっては、届出書の変更後の欄に変更後の管理技術

者の住所及び氏名を記載させ、並びに管理技術者の氏名の読み方及び所

属する会社等の名称を確認する。ただし、管理技術者の兼任状況の変更

を伴う場合にあたっては、前段で定める事項のほか、兼任となる他の特

定建築物の名称及び所在場所を記載させる。 

委任規則 2

省令 1④、細則 3①

細則 3② 

当市運用 

細則 3② 

省令 1④ 

省令 1④ 

当市運用 

R4.1.31 

薬 生 衛 発

0131 第 1 号

省令 5④ 

当市運用 

法 5③ 

省令 1④ 

当市運用 
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(3) 特定建築物の非該当の届出 

 特定建築物所有者等は、当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物

に該当しないこととなったときは、その日から１か月以内に、その旨を保健

所長に届け出なければならない。 

  ア 提出書類 

   特定建築物非該当届（様式３） 

４ 立入検査（別表１） 

 (1) 報告、検査等 

  保健所長が必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要

な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿

書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係

者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、

その居住者の承諾を得なければならない。 

 (2) 特例 

  特定建築物が、国又は地方公共団体の公用(例えば官公庁の庁舎)又は公共

（例えば公立図書館）の用に供するものである場合においては、法第 11 条

第１項に基づく立入検査は適用されないが、必要な説明又は資料の提出を

求めることができる。 

５ 改善命令等 

 (1) 改善命令、使用の停止等 

  保健所長は、法第 11 条第１項の規定による立入検査等を行った場合に、

特定建築物の維持管理が政令で定める基準（以下「建築物環境衛生管理基準」

という。）に従って行われておらず、かつ当該特定建築物内における人の健

康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適

当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物維持管理権原者に対し、

当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は

当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設

備の使用を停止し、若しくは制限することができる。 

 (2) 特例 

(1)の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供

するものである場合については、適用しない。ただし、保健所長は、当該特

定建築物について、同条に規定する事態が存すると認めるときは、当該国若

しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、その旨を通

知するとともに、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべき

法 5③ 

委任規則 2

省令 1④、細則 4

法 11①、省令 21①

委任規則 2

法 13 

法 12、省令 22

委任規則 2

法 13③ 

委任規則 2
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ことを勧告することができる。 

６ 解釈と運用 

 (1) 届出者 

  ア 届出者は、原則として特定建築物の所有者であるが、その特定建築物

の全部の管理について権原を有する者（占有者、破産管財人等）がある

ときは、その者が届出義務者となる。 

  イ 所有者が複数存在する場合（区分所有者等）は、連名で届出を行うこ

とが望ましい。 

(2) 特定建築物維持管理権原者 

所有者、占有者、法令に基づき管理をする権利を有する者等のほか、これ

らの者と私法上の契約等（賃貸借契約等による明示は含まない）により特定

建築物の維持管理の一切の権限を与えられ、自らの判断と責任に基づき維持

管理する者が特定建築物維持管理権原者となることがある。 

(3)管理技術者 

 ア 選任 

 特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に

行われるように監督をさせるため、特定建築物ごとに、建築物環境衛生管

理技術者免状を有する者のうちから管理技術者を選任しなければならな

い。 

 ここで「選任する」とは、所有者との間に何らかの法律上の関係（例え

ば委任関係）があれば足り、雇用者、被用者のような身分関係があること

を要せず、かつ常駐することは必ずしも必要でない。 

  イ 業務内容 

管理技術者は、当該特定建築物維持管理権原者に対し、意見を述べる

ことができる。この場合においては、当該権原を有する者はその意見を

尊重しなければならない。 

   なお、具体的な職務として、次のようなものがあげられる。 

   (ｱ) 維持管理業務計画の立案 

   (ｲ) 維持管理業務の全般的な監督 

   (ｳ) 環境衛生上の維持管理に関する測定又は検査の実施とその結果の

評価 

   (ｴ) 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施とその結果の評価 

S46.3.11 

環衛第 44 号

便覧 P403

S46.3.11 

環衛第 44 号

便覧 P405

H21.12.18

健発第 1218 号

法 6① 

省令 5① 

便覧 P418

法 6② 

便覧 P419
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第３ 建築物環境衛生管理基準 

 特定建築物維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建

築物の維持管理をしなければならない。（別表２） 

 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、

ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置

について定めている。 

 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、

占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築

物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなけれ

ばならない。 

１ 規定 

 (1)「建築物環境衛生管理基準」は、法、政令、省令において定めるものの

ほか、以下の告示及び通知により定められている。 

  ア 平成 15 年３月 25 日付け第 119 号厚生労働省告示「空気調和設備等の

維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」（以下、平成１５年告示第

119 号） 

  イ 平成 20 年１月 25 日付け健発第 0125001 号厚生労働省健康局長通知

「建築物環境衛生維持管理要領」（以下、国要領） 

 (2) 特定建築物におけるレジオネラ症発生防止対策については、下記の通知

を参考にすること。 

  ア 平成 11 年 11 月 26 日付け第 1679 号厚生省生活衛生局長通知「建築物

等におけるレジオネラ症防止対策について」 

  イ 平成 15 年７月 25 日付け厚生労働省告示第 264 号「レジオネラ症を予

防するために必要な措置に関する技術上の指針」 

２ 内容 

 (1) 空気環境の調整 

ア 空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準 

 空気調和設備（空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給

（排出を含む。）をすることができる設備をいう。以下同じ。）を設けてい

る場合は、居室（建築基準法第２条第４号の定義と同義であり、居住、執

務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用す

る室をいう。以下同じ。）における浮遊粉じんの量、一酸化炭素含有量、

二酸化炭素含有量、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量の７項

目について、別表３に掲げる基準におおむね適合するように空気を浄化

し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。 

法 4① 

法 4② 

法 4③ 

政令 2①(1)ｲ

便覧 P310
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 なお本基準は、廊下、階段などの居室以外の部分には適用されない。 

  イ 機械換気設備を設けている場合の空気環境の基準 

機械換気設備（空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることがで

きる設備をいう。）を設けている場合は、居室における浮遊粉じんの量、

一酸化炭素含有量、二酸化炭素含有量、気流、ホルムアルデヒドの量の５

項目について、別表３に掲げる基準におおむね適合するように空気を浄化

し、その流量を調節して供給をすること。 

ウ 測定方法 

測定は、別表３に掲げる項目について、２か月以内ごとに１回、特定建

築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上 75 ㎝以上

150 ㎝以下の位置において定期的に行う。ただし、ホルムアルデヒドの量

については、特定建築物の建築（建築基準法第 2 条第 13 号に規定する建

築をいう。）、大規模の修繕（同条第 14号に規定する大規模の修繕をいう。）

又は大規模の模様替（同条第 15号に規定する大規模の模様替をいう。）（以

下、「建築等」と総称する。）を行ったときは、当該建築等を行った階層の

居室において、使用開始日以後最初に到来する６月１日～９月３０日の間

に１回測定しなければならない。 

  エ 空気調和設備の管理 

 空気調和設備を設けている場合は、次の(ｱ)～(ｵ)により、病原体によっ

て居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずるこ

と。ただし、(ｲ)から(ｴ)については、１か月を超えて使用しない期間にお

いては、この限りでない。 

(ｱ) 冷却塔及び加湿装置に供給する水を、水道法第４条に規定する水質

基準に適合させるために必要な措置。 

(ｲ) 冷却塔及び冷却水について、使用開始時及び使用期間中１か月以内

ごとに１回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃

及び換水等を行うこと。 

(ｳ) 加湿装置について、使用開始時及び使用期間中１か月以内ごとに１

回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃等を行うこと。

(ｴ) 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、使用開始時及び使

用期間中１か月以内ごとに１回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点

検し、必要に応じ、清掃等を行うこと。 

(ｵ) 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ１年以内ご

とに１回、定期に行うこと。 

 (2) 給水及び排水の管理 

  ア 飲料水の管理 

政令 2① (1)ﾛ

省令 3 の 2①(1)

省令 3 の 2①(3)

省令 3 の 2①(4)

政令 2(1)ﾆ

省 令 3 の 18

(2)(3)(4)

省令 3の 18(1)

省令 3の 18(2)

省令 3の 18(3)

省令 3の 18(4)

省令 3 の 18(5)
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給水に関する設備（水道法第 3条第 9項に規定する給水装置を除く。以

下同じ。）を設けて、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用（旅館

業法第 3条第 1項の規定による許可を受けた者が経営する施設（以下「旅

館」という。）における浴用を除く。）のために水（以下、「飲料水」とい

う）を供給する場合は、次の(ｱ)～(ｸ)により、同法第 4条の規定による水

質基準に適合する水を供給すること。 

なお、「水道法第 3 条第 9 項に規定する給水装置」とは、需要者に水を

供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給

水管及びこれに直結する給水用具をいう。したがって、井戸等自己の水源

によって建築物内に飲料水を供給する設備はもとより、市町等の水道事業

者から供給された水道水を建築物内に供給する場合であっても、水道水を

受水槽に受けて、これを供給する場合は、その受水槽以下の設備は、給水

装置以外の給水に関する設備に該当する。 

   (ｱ) 塩素滅菌 

 給水栓における遊離残留塩素の含有率を通常は 0.1mg/L（結合残留塩

素の含有率の場合は 0.4mg/L）以上に保持しなければならない。 

 ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合

又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を

多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留

塩素の含有率は、0.2mg/L(結合残留塩素の含有率の場合は 1.5mg/L)以

上に保持すること。 

 なお、遊離残留塩素の測定は、DPD 法又は同等以上の精度を有する方

法により７日以内ごとに１回、定期的に行うこと。 

   (ｲ) 貯水槽の点検 

 貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止する

ため必要な措置を講じること。 

(ｳ) 貯水槽の清掃 

貯水槽の清掃は、１年以内ごとに１回、定期に行うこと。 

   (ｴ) 水道水等を水源とする場合の水質検査 

水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条

第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料

水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を別表４のとおり行うこ

と。 

   (ｵ) 地下水等を水源とする場合の水質検査 

地下水その他の(ｴ)に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として

飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を別表４のとおり行う

政令 2②ｲ

省 令 3 の 19

S46.3.11 

環衛第 44 号

省令 4① (1)

省令 4① (7)

国要領 

第 26(1)ｴ

省令 4① (2)

省令 4① (7)

省令 4① (3)

省令 4① (4)
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こと。また、給水を開始する前に、水質基準に関する省令（平成１５年

厚生労働省令第１０１号。以下「水質基準省令」という。）の表の上欄

に掲げるすべての事項について行うこと。 

   (ｶ) 異常を認めたときの水質検査 

給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する

水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち

必要なものについて検査を行うこと。 

(ｷ) 周辺井戸等の水質に変化があった場合の水質検査 

    地下水等を水源とする場合には、特定建築物の周辺の井戸等における

水質の変化その他の事情から判断して、当該飲料水について水質基準省

令の表の上欄に掲げる事項が同表の下欄に掲げる基準に適合しないお

それがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて

検査を行うこと。 

   (ｸ) 給水停止 

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直

ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係

者に周知させること。 

  イ 給湯水の管理 

   (ｱ) 貯湯槽の清掃 

    給湯設備に貯湯槽を設置している場合についても、貯湯槽の点検、清

掃等、飲料水用貯水槽と同様の維持管理（第３、２(2)ア(ｲ)(ｳ)）を実

施しなければならない。 

   (ｲ) 水質検査 

    また給湯設備には、局所・瞬間湯沸かし式、局所・貯湯式、中央式な

ど様々な構造のものが存在するが、中央式の給湯設備を設けている場合

は、給湯水の汚染が特に懸念されるため、当該給湯水について給水栓に

おいて飲料水と同様の水質検査（第３、２(2)ア(ｱ)(ｴ)(ｵ））を実施しな

ければならない。 

    ただし、遊離残留塩素の検査については、給湯設備の維持管理が適切

に行われており、末端の給水栓の水温が 55℃以上に保持されている場

合は省略できる。 

    なお、中央式給湯設備とは、機械室等に加熱装置や貯湯槽など加熱設

備を設置し、給湯管によって湯を各所に供給する方式である。また局所

式給湯設備とは、湯を使用する箇所に湯沸器などを設け、その場所のみ

で給湯する方式である。 

  ウ 防錆剤の使用 

省令 4① (5)

省令 4① (6)

省令 4① (8)

H15.3.14

健衛発第 

03 1 4 0 0 2 号

国要領 

第 2 の 6(1)

改定 建築物の

環境衛生管理

（下）P75

便覧 P4321
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    赤水等の対策として飲料水系統配管の布設替え等が行われるまでの

応急対策とし、使用する場合は、適切な品質規格及び使用方法等に基

づき行うために下記に留意すること。 

   (ｱ) 防錆剤の注入方法 

    ａ 液状の防錆剤 

     ポンプにより給水量に応じて注入する方法 

    ｂ 固体状の防錆剤 

     給水配管途中にバイパスを設け、防錆剤を自然溶解させて給水量に

応じて注入する方法 

   (ｲ) 給水栓における水に含まれる防錆剤の含有率（防錆剤の濃度） 

    赤水等を防止し得る最低濃度とし、定常時において、以下で示す濃度

を超えてはならない。 

    ａ リン酸塩を主成分とするものにあっては、五酸化リン（Ｐ₂Ｏ₅）

として５mg/L 

    ｂ ケイ酸塩を主成分とするものにあっては、二酸化ケイ素（ＳｉＯ₂）

として５mg/L 

    ｃ リン酸塩とケイ酸塩の混合物を主成分とするものにあっては、五

酸化リンと二酸化ケイ素の合計として５mg/L 

    また、注入初期においては、いずれの場合においても 15 ㎎/L を超え

てはならない。 

   (ｳ) 防錆剤の品質規格（別表５） 

    「給水用防錆剤品質規格適合品」（日本給水用防錆剤協会）の表示が

あるものを使用することが望ましい。 

   (ｴ) 防錆剤管理責任者 

    防錆剤管理責任者は、防錆剤の注入及び管理に関する一切の業務を行

う。また、防錆剤管理責任者の資格は次のいずれかに該当するものと

する。 

    ａ 管理技術者の免状を有する者 

    ｂ 防錆剤管理責任者のための講習会を修了した者 

   (ｵ) 給水用防錆剤使用届（様式４） 

    特定建築物において防錆剤を使用する場合は、使用を開始した日から

１か月以内に使用届を市長に提出するものとする。 

  エ 雑用水の管理（別表６） 

 給水に関する設備を設けて飲料水以外の目的のための水（旅館における

浴用に供する水を除く。以下、「雑用水」という）を供給する場合は、次

の(ｱ)～(ｵ)により、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措

H15.3.25 

告示 119 号

第 2 の 2 の 4

H15.4.15 

健衛発第 

0415001 号

H14.3.26 

健衛発第 

03 2 6 0 0 2 号

国要領 

第 2 の 5(4)

政令 2(2)ﾛ

省令 4 の２①
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置を講ずること。また、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、

厚生労働大臣が別に定める技術上の基準（平成１５年告示第 119 号）に従

い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。ただし、雑用水を

水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条

第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給す

る場合は、この限りでない。 

   なお雑用水とは、建築物内で発生した排水の再生水の他、雨水、下水処

理水、工業用水等を、便所の洗浄水、散水、水景用水、栽培用水、清掃用

水等として用いる水のことである。便所への補給水であっても、その水が

手洗い、温水洗浄便座（ウォシュレット）等に併用される場合は、飲料水

としての適用を受けることとなる。 

   (ｱ) 塩素滅菌 

    給水栓における残留塩素の含有率を通常は 0.1 ㎎/L(結合残留塩素の

含有率の場合は 0.4㎎/L)以上に保持すること。 

    ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合

又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を

多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留

塩素の含有率は、0.2 ㎎/L(結合残留塩素の含有率の場合は 1.5 ㎎/L)

以上とすること。 

    遊離残留塩素の検査は、７日以内ごと１回、定期的に行うこと。 

   (ｲ) 雑用水槽の点検等 

雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを

防止するため必要な措置を講ずること。 

   (ｳ) 散水、修景、清掃用水の維持管理 

    a し尿を含む水を原水として用いないこと。 

    ｂ 別表６の基準に適合すること。 

    c 水質検査を別表６のとおり行うこと。 

   (ｴ) 水洗便所用水の維持管理 

    a 別表６の基準に適合すること。 

    b 水質検査を別表６のとおり行うこと。 

   (ｵ) 給水停止 

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直

ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用

者又は利用者に周知すること。 

  オ 排水の管理 

排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等

省 令 4 の ２ ②

便覧 P338

便覧 P3420

省令 4 の 2①

省令 4 の 2⑤

省令 4の 2②

省令 4 の 2③ｲ

省令 4 の 2③ﾛ

省令 4 の 2③ﾊ

省令 4 の 2④ ｲ

省令 4 の 2④ ﾛ

省 令 4 の 2⑥

政令 2(2)ﾊ
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が生じないように、下記(ｱ)及び(ｲ)により当該設備の補修及び掃除を行う

こと。 

   (ｱ) 排水に関する設備の掃除を、６か月以内ごとに一回、定期に、行わ

なければならない。 

   (ｲ) 厚生労働大臣が別に定める技術上の基準（平成１５年告示第 119

号）に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管

理に努めなければならない。 

 (3) 清掃及びねずみ、昆虫等の防除 

  清掃及びねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれ

のある動物（以下、「ねずみ等」という。）の防除は、次のア～ウにより実

施すること。 

  ア 清掃 

 日常行うもののほか、大掃除を、６か月以内ごとに１回、定期に、統一

的に行い、廃棄物を処理すること。 

  イ ねずみ等の防除 

   次の（ｱ）及び（ｲ）により、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除

を行うこと。 

   (ｱ) ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による

被害の状況について、６か月以内ごとに１回、定期に、統一的に調査を

実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要

な措置を講ずること。 

(ｲ) ねずみ等の防除のために殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和

35 年法律第 145 号）第 14 条又は第 19 条の２の規定による承認を受け

た医薬品又は医薬部外品を用いること。 

  ウ 注意事項 

ア及びイにより掃除及び廃棄物の処理、ねずみ等の発生及び侵入の防止

並びに駆除を行う場合は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準（平成

１５年告示第 119 号）に従い、掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器

等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなければならない。 

第４ 事業の登録 

１ 登録制度の概要 

 建築物の清掃業等の事業を営んでいる者は、次の各区分に従って営業所ごと

に知事（浜松市においては市長）の登録（有効期間は６年）を受けることがで

きる。また、登録を受けた業者は、登録業者である旨の表示ができる。（平成

省 令 4 の 3①

省令 4 の 3②

政令 2③ 

省令4の4

政令 2③ｲ

省令 4 の 5①

政令 2③ﾛ

省令 4の 5②1

省令 4の 5②2

省令 4 の 5③

法 12 の 2

法 12 の 3

H14.3.26 
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14 年３月 26 日付け健衛発第 0326001 号厚生労働省健康局生活衛生課長通知

「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」参照） 

 表示例：建築物○○○○○業 

 登録番号例：浜松市○○○第○○号 

 (1) 建築物清掃業 

  建築物における床等の清掃を行う事業（建築物の外壁や窓の清掃、給排水

設備のみの清掃を行う事業は含まない） 

 (2) 建築物空気環境測定業 

  建築物における空気環境（浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化

炭素の含有率、温度、相対湿度、気流）の測定を行う事業 

 (3) 建築物空気調和用ダクト清掃業 

  建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 

 (4) 建築物飲料水水質検査業 

  建築物における飲料水について、水質基準に関する省令の規定に基づき厚

生労働大臣が定める方法（平成 15 年厚生労働省告示第 261 号）により水質

検査を行う事業 

 (5) 建築物飲料水貯水槽清掃業 

  受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 

 (6) 建築物排水管清掃業 

  建築物の排水管の清掃を行う事業 

 (7) 建築物ねずみ昆虫等防除業 

  建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれ

のある動物の防除を行う事業 

 (8) 建築物環境衛生総合管理業 

  建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点

検及び補修（以下「運転等」という。）並びに空気環境の測定、給水及び排

水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素

の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、

特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 

２ 登録の基準 

 (1) 物的要件と人的要件（別表７、８、９） 

  登録を受けるには、事業に必要な機械器具（以下「物的要件」という。）

を備えていること、及び事業に従事する者が厚生労働省令で定める基準に

適合する有資格者（以下「人的要件」という。）であること、また、厚生労

働省令で定める「その他の基準」および厚生労働大臣が別に定める基準（平

健衛発第

0326001 号

法 12 の 2②
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成 14 年３月 26 日付け厚生労働省告示第 117 号「清掃作業及び清掃用機械

器具の維持管理の方法等に係る基準」）に適合していることが必要である。

 (2) 注意事項 

  ア 機械器具は営業所ごとに常備しなければならない。 

  イ 機械器具は、原則として登録を受けようとするものが所有していなけ

ればならない。ただし、長期的、恒常的に占有し、かつ、自由に使用で

きる場合は所有と同様にみなす。 

  ウ 同一の者を２以上の営業所又は２以上の業務の監督者等として登録

を受けることはできない。 

  エ 同一の営業所において、２以上の事業区分にわたって登録を受けよう

とする場合、同一の機械器具又は、同一の資格者をもって２以上の事業

の登録要件に該当するものとすることはできない。 

  オ 登録営業所における監督者と特定建築物に選任されている管理技術

者とは両者の職務内容からみて兼務することはできない。 

 (3) 各区分の登録基準 

  ア 建築物清掃業 

   (ｱ) 次の機械器具を有すること。 

    ａ 真空掃除機 

    ｂ 床みがき機 

   (ｲ) 清掃作業の監督を行う者(以下｢清掃作業監督者｣という｡)は、職業

能力開発促進法第４４条第１項に規定する技能検定であってビルク

リーニングの職種（等級の区分が１級のものに限る。）に係るものに

合格した者又は管理技術者の免状の交付を受けている者であって、次

のいずれかに該当するものであること。 

    ａ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業監督者のための

講習の課程を修了し、修了した日から６年を経過しない者 

    ｂ ａの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受

けた者が行う清掃作業監督者のための再講習の課程を修了し、修了し

た日から６年を経過しないもの 

   (ｳ) 清掃作業に従事する者（以下「清掃作業従事者」という。）は、厚

生労働大臣の定める研修を修了したものであること。 

   (ｴ) 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣

の定める基準に適合していること。 

  イ 建築物空気環境測定業 

   (ｱ)別表３及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。 

   (ｲ) 空気環境の測定を行う者（以下「空気環境測定実施者」という｡）

H14.3.26 

健衛発第

0326001 号

省令 25 

省令 26 
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は､次のいずれかに該当するものであること。 

    ａ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境測定実施者のた

めの講習の課程を修了し、修了した日から６年を経過しない者 

    ｂ ａの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受

けた者が行う空気環境測定実施者のための再講習の課程を修了し、修

了した日から６年を経過しないもの 

    ｃ ａ又はｂに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認め

られる者 

   (ｳ) 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設

備の維持管理の方法が、厚生労働大臣の定める基準に適合しているこ

と。 

  ウ 建築物空気調和用ダクト清掃業 

   (ｱ) 次の機械器具を有すること。 

    ａ 電気ドリル及びシャー又はニブラ 

    ｂ 内視鏡（写真を撮影することができるものに限る。） 

    ｃ 電子天びん又は化学天びん（１ｍｇ以上の分解能を有するもので

なければならない。） 

    ｄ コンプレッサー 

    ｅ 集じん機 

    ｆ 真空掃除機 

   (ｲ) 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者（以下「ダクト清掃作

業監督者」という。）は、次のいずれかに該当するものであること。

    ａ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行うダクト清掃作業監督者の

ための講習の課程を修了し、修了した日から６年を経過しない者

    ｂ ａの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受

けた者が行うダクト清掃作業監督者のための再講習の課程を修了

し、修了した日から６年を経過しないもの 

    ｃ ａ又はｂに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認め

られる者 

   (ｳ) 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者（以下「ダクト清掃作業

従事者」という。）は、厚生労働大臣の定める研修を終了したもので

あること。 

   (ｴ) 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に

用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が厚生労働大臣の定

める基準に適合していること。 

  エ 建築物飲料水水質検査業 

省令 26 の 3
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   (ｱ) 次の機械器具を有すること。 

    ａ 高圧滅菌器及び恒温器 

    ｂ フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析

装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置 

    ｃ イオンクロマトグラフ 

    ｄ 乾燥器 

    ｅ 全有機炭素定量装置 

    ｆ pH 計 

    ｇ 分光光度計又は光電光度計 

    ｈ ガスクロマトグラフ―質量分析計 

    ｉ 電子天びん又は化学天びん 

   (ｲ) 飲料水の水質検査を的確に行うことのできる検査室を有すること。

   (ｳ) 水質検査を行う者（以下｢水質検査実施者｣という｡）は、次のいず

れかに該当するものであること。 

    ａ 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く｡）、旧大学令に基づく

大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、

歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程

又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、１年以上水質検査

又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経

験を有する者 

    ｂ 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、１年以上水質検査又は

その他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を

有する者 

    ｃ 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学

若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業し

た後、２年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的

検査の実務に従事した経験を有する者 

    ｄ ａ、ｂ又はｃに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認

められる者 

   (ｴ) 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理

の方法が、厚生労働大臣の定める基準に適合していること。 

  オ 建築物飲料水貯水槽清掃業 

   (ｱ) 次の機械器具を有すること。 

    ａ 揚水ポンプ 

    ｂ 高圧洗浄機 

    ｃ 残水処理機 

省令 27 

省令 28 
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    ｄ 換気ファン 

    ｅ 防水型照明器具 

    ｆ 色度計、濁度計及び残留塩素測定器 

   (ｲ) (ｱ)の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有す

ること。 

   (ｳ) (ｱ)の機械器具は貯水槽の清掃に専用のものであること。 

   (ｴ) 飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者（以下「貯水槽清掃作業

監督者」という｡）は次のいずれかに該当するものであること。 

    ａ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽清掃作業監督者の

ための講習の課程を修了し、修了した日から６年を経過しない者

    ｂ ａの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受

けた者が行う貯水槽清掃作業監督者のための再講習の課程を修了

し、修了した日から６年を経過しないもの 

    ｃ ａ又はｂに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認め

られる者 

   (ｵ) 貯水槽の清掃作業に従事する者（以下「貯水槽清掃作業従事者」と

いう。）は、厚生労働大臣の定める研修を修了したものであること。

   (ｶ) 貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他

の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣の定める基準に適合してい

ること。 

  カ 建築物排水管清掃業 

   (ｱ) 次の機械器具を有すること。 

    ａ 内視鏡（写真を撮影することができるものに限る。）（ケーブルの

長さは、15ｍ程度以上のものでなければならない。） 

    ｂ 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル 

    ｃ ワイヤ式管清掃機 

    ｄ 空圧式管清掃機 

    ｅ 排水ポンプ 

   (ｲ) (ｱ)の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有す

ること。 

   (ｳ) (ｱ)の機械器具は排水管の清掃に専用のものであること。 

   (ｴ) 排水管の清掃作業の監督を行う者（以下「排水管清掃作業監督者」

という。）は、次のいずれかに該当するものであること。 

    ａ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管清掃作業監督者の

ための講習の課程を修了し、修了した日から６年を経過しない者

    ｂ イの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受

省令 28 の 3
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けた者が行う排水管清掃作業監督者のための再講習の課程を修了

し、修了した日から６年を経過しないもの 

    ｃ ａ又はｂに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認め

られる者 

   (ｵ) 排水管の清掃作業に従事する者（以下「排水管清掃作業従事者」と

いう。）は、厚生労働大臣の定める研修を修了したものであること。

   (ｶ) 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他

の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣の定める基準に適合してい

ること。 

  キ 建築物ねずみ昆虫等防除業 

   (ｱ) 次の機械器具を有すること。 

    ａ 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡 

    ｂ 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器 

    ｃ 噴霧機及び散粉機 

    ｄ 真空掃除機 

    ｅ 防毒マスク及び消火器 

   (ｲ) (ｱ)の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することの

できる専用の保管庫を有すること。 

   (ｳ) ねずみ等の防除作業の監督を行う者（以下「防除作業監督者」とい

う｡）は、次のいずれかに該当するものであること。 

    ａ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う防除作業監督者のための

講習の課程を修了し、修了した日から６年を経過しない者 

    ｂ ａの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受

けた者が行う防除作業監督者のための再講習の課程を修了し、修

了した日から６年を経過しないもの 

    ｃ ａ又はｂに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認め

られる者 

   (ｴ) ねずみ等の防除作業に従事する者（以下「防除作業従事者」という。）

は、厚生労働大臣の定める研修を修了したものであること。 

   (ｵ) ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具そ

の他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣の定める基準に適合し

ていること。 

  ク 建築物環境衛生総合管理業 

   (ｱ) 次の機械器具を有すること。 

    ａ 真空掃除機 

    ｂ 床みがき機 

省令 29 

省令 30 
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    ｃ 第４の２(3)イ(ｱ)の測定器及び器具 

    ｄ 残留塩素測定器 

   (ｲ)業務全般を統括する者（以下「統括管理者」という｡）は、管理技術

者の免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するも

のであること。 

    ａ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う統括管理者のための講習

の課程を修了し、修了した日から６年を経過しない者 

    ｂ ａの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受

けた者が行う統括管理者のための再講習の課程を修了し、修了した日

から６年を経過しないもの 

   (ｳ) 清掃作業監督者は、第４の２(3)ア(ｲ)に規定する要件に該当するも

のであること。 

   (ｴ) 清掃作業従事者は、第４の２(3)ア(ｳ)に規定する要件に該当するも

のであること。 

   (ｵ) 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監

督を行う者（以下「空調給排水管理監督者」という。）は、職業能力

開発促進法第４４条第１項に規定する技能検定であってビル設備管

理の職種に係るものに合格した者又は管理技術者の免状の交付を受

けている者であって、次のいずれかに該当するものであること。 

    ａ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空調給排水管理監督者の

ための講習の課程を修了し、修了した日から６年を経過しない者

    ｂ ａの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受

けた者が行う空調給排水管理監督者のための再講習の課程を修了

し、修了した日から６年を経過しないもの 

   (ｶ) 空気環境測定実施者は、第４の２(3)イ(ｲ)に規定する要件に該当す

るものであること。 

   (ｷ) 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査を行

う者（以下「空調給排水管理従事者」という｡）は、厚生労働大臣の

定める研修を修了したものであること。 

   (ｸ) 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水

の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維

持管理の方法が厚生労働大臣の定める基準に適合していること。 

３ 事業の登録の申請 

 (1) 申請に関する共通事項 

  ア 申請に係る書類及び図面は２部提出させ、１部は登録証明書と共に返



 21

却するものとする。 

  イ 現地調査を円滑に実施するため、案内図（営業所の所在地がわかる近

隣図）の提出を求める。 

 (2) 提出書類（別表 10、11、12） 

  ア 建築物清掃業 

   (ｱ) 登録申請書（様式５）（申請手数料 35,000 円） 

   (ｲ) 清掃作業に用いる機械器具の概要を記載した書面（様式６） 

   (ｳ) 清掃作業監督者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者が清掃

作業監督者の資格を有することを証する書類 

   (ｴ) 清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面（様式８、９） 

   (ｵ) 清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理

の方法を記載した書面（様式 10） 

  イ 建築物空気環境測定業 

   (ｱ) 登録申請書（様式５）（申請手数料 35,000 円） 

   (ｲ) 空気環境の測定に用いる機械器具の概要を記載した書面（様式６）

   (ｳ) 空気環境測定実施者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者が

空気環境測定実施者の資格を有することを証する書類 

   (ｴ) 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設

備の維持管理の方法を記載した書面（様式 10） 

  ウ 建築物空気調和用ダクト清掃業 

   (ｱ) 登録申請書（様式５）（申請手数料 35,000 円） 

   (ｲ) 空気調和用ダクトの清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面

（様式６） 

   (ｳ) ダクト清掃作業監督者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者

がダクト清掃作業監督者の資格を有することを証する書類 

   (ｴ) ダクト清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面（様式８、

９） 

   (ｵ) 空気調和用ダクト清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用

いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面（様式

10） 

  エ 建築物飲料水水質検査業 

   (ｱ) 登録申請書（様式５）（申請手数料 35,000 円） 

   (ｲ) 水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面（様式６） 

   (ｳ) 水質検査を行う検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明ら

かにする図面 

   (ｴ) 水質検査実施者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者が水質
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検査実施者の資格を有することを証する書類 

   (ｵ) 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理

の方法を記載した書面（様式 10） 

  オ 建築物飲料水貯水槽清掃業 

   (ｱ) 登録申請書（様式５）（申請手数料 35,000 円） 

   (ｲ) 貯水槽の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面（様式６） 

   (ｳ) (ｲ)の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明ら

かにする図面 

   (ｴ) 貯水槽清掃作業監督者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者

が貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者であることを証する書類 

   (ｵ) 貯水槽清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面（様式８、

９） 

   (ｶ) 貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他

の設備の維持管理の方法を記載した書面（様式 10） 

  カ 建築物排水管清掃業 

   (ｱ) 登録申請書（様式５）（申請手数料 35,000 円） 

   (ｲ) 排水管の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面（様式６） 

   (ｳ) (ｲ)の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明ら

かにする図面 

   (ｴ) 排水管清掃作業監督者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者

が排水管清掃作業監督者の資格を有する者であることを証する書類 

   (ｵ) 排水管清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面（様式８、

９） 

   (ｶ) 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他

の設備の維持管理の方法を記載した書面（様式 10） 

  キ 建築物ねずみ昆虫等防除業 

   (ｱ) 登録申請書（様式５）（申請手数料 35,000 円） 

   (ｲ) ねずみ等防除作業に用いる機械器具の概要を記載した書面（様式

６） 

   (ｳ) (ｲ)の機械器具及び防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所及び

構造並びに保管状態を明らかにする図面 

   (ｴ) 防除作業監督者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者が防除

作業監督者の資格を有する者であることを証する書類 

   (ｵ) 防除作業従事者の研修の実施状況を記載した書面（様式８、９） 

   (ｶ) ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具そ

の他の設備の維持管理の方法を記載した書面（様式 10） 
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  ク 建築物環境衛生総合管理業 

   (ｱ) 登録申請書（様式５）（申請手数料 45,000 円） 

   (ｲ) 清掃､空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水

の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面（様式６） 

   (ｳ) 統括管理者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者が統括管理

者の資格を有することを証する書類 

   (ｴ) 清掃作業監督者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者が清掃

作業監督者の資格を有することを証する書類 

   (ｵ) 清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面（様式８、９） 

   (ｶ) 空調給排水管理監督者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者

が空調給排水管理監督者の資格を有することを証する書類 

   (ｷ) 空気環境測定実施者の氏名を記載した書面（様式７）及びその者が

空気環境測定実施者の資格を有することを証する書類 

   (ｸ) 空調給排水管理従事者の研修の実施状況を記載した書面（様式８、

９） 

   (ｹ) 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水

の水質検査の方法並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設

備の維持管理の方法を記載した書面（様式 10） 

  (3) 提出書類に関する注意事項 

   ア 資格を有することを証する書類の写し 

    (ｱ) 本証を確認する。 

    (ｲ) 講習会受講により資格を取得した監督者の有効期間は原則６年

であり、資格の更新には再講習受講が必要となる。 

    (ｳ)管理技術者の免状を有する者を監督者等（空気環境測定、空気調

和用ダクト清掃、貯水槽清掃又は排水管清掃に限る。）として登録

した場合、登録有効期間経過後、その者を引き続き監督者等とし

て登録するには、申請時に各監督者等の再講習を修了していなけ

ればならない。 

   イ 従事者の研修の実施状況を記載した書面（様式８、９） 

    (ｱ) 初めて登録しようとする場合は、過去１年間の実績及び今後１年

間の計画について記載させる。 

    (ｲ) 再登録の場合は、過去６年間の実績及び今後１年間の計画につい

て記載させる。 

    (ｳ) 従事者の研修については、従事者全員（アルバイト、パート含む）

が厚生労働大臣の登録を受けた者（登録機関）が実施する研修を

受講する。諸般の事情により、事業主自ら行う場合は、研修に使
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用する教材及び研修の指導者が、登録機関が行う研修に相当する

ものでなければならない。 

   ウ 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を

記載した書面（様式 10） 

    (ｱ) 作業班の編成、作業班ごとの監督者等の氏名、使用する機械器具、

作業手順、業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況

の把握方法、苦情及び緊急の連絡に対する体制について記載させ

る。 

    (ｲ) 業務委託する場合は、受託者の氏名、業務範囲、業務期間、受託

者の業務方法が登録業者と同等要件を満たしていることを確認す

る。 

    (ｳ) 連絡体制には、電話番号及び夜間等の連絡先を記載させること。

   エ 保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面 

     施錠できる設備であることを記載させる。 

  (4) 現地調査（別表 13～21） 

   申請者への聞き取り及び必要な機器設備等の現地調査を実施する。その

際、登録申請書に記載のある機材等が作業現場等へ持ち出されている場合

があっても、申請者への聞き取り調査をもって確認したものとする。 

  (5) 登録 

   ア 標準事務処理期間は 30日とする。 

   イ 物的要件、人的要件及び現地調査の結果を踏まえて登録基準に適合

するか否か審査を行い、登録基準に適合すると認めるときは登録証明

書（様式 11）を交付する。 

   ウ 登録の有効期間は６年とする。 

４ 登録事項等の変更の届出 

 (1) 変更の届出が必要な事項 

  ア 氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名 

  イ 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名 

  ウ 登録基準に係る主要な機械器具その他の設備 

  エ 監督者等 

  オ 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法 

 (2) 提出書類及び図面 

  ア 登録事項等変更届出書（様式 12） 

  イ 主要な機械器具の変更にあっては、変更後の機械器具の概要を記載し

た書面 

法 12 の 2④
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  ウ 保管庫の変更にあっては、変更後の保管庫の設置場所及び構造並びに

機械器具等の保管状態を明らかにする図面 

  エ 水質検査室の変更にあっては、変更後の検査室の設置場所、構造及び

機械器具の配置を明らかにする図面 

  オ 監督者等の変更にあっては、変更後の監督者等の氏名を記載した書面

及びその者が有資格者であることを証する書類 

  カ 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法の変

更にあっては、変更後の作業及び作業に用いる機械器具その他の設備

の維持管理の方法を記載した書面 

 (3) 現地調査 

  必要に応じて現地調査を実施し、事業の登録に係る機材等が届出内容と相

違ないこと及び登録基準に適合していることを確認する。 

 (4) 注意事項 

  ア 事業の登録の届出事項に変更のあった日から 30 日以内に届出させ

る。 

  イ 提出書類のうち、資格を有することを証する書類の写しについては、

本証を確認する。 

５ 事業の廃止の届出 

 (1) 提出書類 

  事業廃止届出書（様式 13） 

 (2) 注意事項 

  登録に係る事業を廃止した日から 30 日以内に届出させる。 

６ 実績報告 

 登録業者に対し、毎事業年度終了後３か月以内に、登録に係る事業の報告を

求める。 

 提出書類 

  ア 登録事業実績報告書（様式 14） 

  イ 機械器具の概要を記載した書面（様式６） 

  ウ 監督者等の氏名を記載した書面（様式７） 

  エ 事業実績を記載した書面（様式 15） 

７ 登録の取消し 

 登録営業所が、法第１２条の２第２項の基準に適合しなくなったときは、そ

の登録を取り消すことができる。 
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附 則 

この要領は平成 30年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は令和４年４月１日から施行する。 

８ 立入検査 

 特定建築物の維持管理の良し悪しが、不特定多数の人々に影響を及ぼすた

め、保健所長が必要と認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要

な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

法 12 の 5①

委任規則 2
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別表１ 

施設名称 調査年月日

施設所在地 調査者

施設用途 立会者

技術者氏名 技術者所属会社

冷却塔 　□　有　　□　無

飲料水

雑用水

給湯 　貯湯槽　□　有 （実測値　　　℃） □　無

No. 内容 基準値 測定頻度

4

5

6 建築・大規模修繕実施時

7 0.15ｍｇ/ｍ
3
以下

8 6ｐｐｍ以下

9 1,000ｐｐｍ以下

10 18℃以上、28℃以下

11 40％以上、70％以下

12 0.5ｍ/ｓ以下

13 0.15ｍｇ/ｍ
3
以下 *1

15

16 1月以内ごと1回

17 1年以内ごと1回

18 1月以内ごと1回

19 1年以内ごと1回

20 1月以内ごと1回

*1.

*2. 当該施設が「空気調和設備」を設けている場合のみ記入

気流　基準遵守

相対湿度　基準遵守

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　基準遵守

冷却塔供給水に必要な措置

空気調和設備の排水受け
の汚れ・閉塞状況点検

加湿装置の清掃

適　・　否　・　非該当

適　・　否　・　非該当

適　・　否　・　非該当

適　・　否　・　非該当

14

空気環境

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの測定

適　・　否

適　・　否

適　・　否　・　非該当

レジ用剤使用：　有　・　無

*2 ※市水・専用水道以外の場合：
　　　　　水質検査　　　項目

　　　※市水・専用水道以外の場合：
　　　　　水質検査　　　項目

温度　基準遵守

有　・　無

空
気
環
境
の
測
定

浮遊粉じん量　基準遵守

項目

年間計画

空気環境実施記録

給排水実施記録

建築・衛生設備図面の保管

衛生害虫・清掃記録

　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

使用水 　□　有　　□　無　

施設概要

空気環境

判定

適　・　否　・　非該当

適　・　否

有　・　無

有　・　無

                                  No.

　中央式給湯　□　有　□　無　※（「有」の場合：飲用への使用　□　有　　□　無）

一酸化炭素　基準遵守

適　・　否　・　非該当

二酸化炭素　基準遵守

備考

適　・　否　・　非該当

適　・　否

適　・　否　・　非該当

適　・　否

有　・　無　・　非該当

　奇数月　・　偶数月

有　・　無

当該施設が「空気調和設備」を設けてい
ない場合は「非該当」

有　・　無

当該施設が「空気調和設備」を設けてい
ない場合は「非該当」

適　・　否　・　非該当

適　・　否　・　非該当

*2

*2

*2

*2

空
気
調
和
設
備
に
関
す
る
衛
生
上
必
要
な
措
置

特定建築物の建築・大規模の修繕等を行ったとき、当該建築などを完了し、その使用を開始した日以降最初に到来する測定時期（6/1～9/30）中に
1回

水道法第４条に規定す
る水質基準に適合する
水でなければならない

*2 殺藻剤使用　：　有　・　無

測定回数

　　　　　法定検査実施日　　　　年　　　月　　　日

*2

2月以内ごと1回

以下のいずれかに該当する場合は「非該当」

(1)管理技術者について兼任がない

(2)管理技術者について令和４年３月３１日までに

兼任し、令和４年４月１日以降に兼任状況の変更

がない

確認書

帳簿等

加湿装置の汚れの点検

冷却塔、冷却水の水管の清掃

冷却塔、冷却水の汚れの点検

加湿装置供給水に必要な措置

特定建築物立入調査票

　□　機械換気設備　　　　　□　空気調和設備　　　　　□　個別空調

　□　専用水道　　 　　□　簡易専用水道　　 　　□　小規模受水槽水道　　 　　□　市水直結　　 　　□　その他（井水等）
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No. 内容 基準値 測定頻度

21

22
遊離型：0.1ｍｇ/ｌ以上
結合型：0.4ｍｇ/ｌ以上

23

24
遊離型：0.1ｍｇ/ｌ以上
結合型：0.4ｍｇ/ｌ以上

25

26 別紙参照

27

28 別紙参照

29 水 1年以内ごとに1回

30 湯 1年以内ごとに1回

31

32
遊離型：0.1ｍｇ/ｌ以上
結合型：0.4ｍｇ/ｌ以上

33
定期に点検し必要に
応じ補修を行う

34

35 5.8以上、8.6以下

36 異常でないこと

37 ほとんど無色透明であること

38 検出されないこと

39 2度以下であること

40 排水設備 6月以内ごと1回

41 清掃 記録　有 ・ 無 6月以内ごと1回

42 ねずみ・昆虫等 6月以内ごと1回

　飲料水

水：市水直結又

は専用水道で

ないもの

湯：中央式給湯

設備から供給さ

れ飲用に用いる

もの

雑用水

7日以内ごとに1回

実施年月日：　　年　　月　　日
業者名　　　：

実施年月日：　　年　　月　　日
業者名　　　：

2月以内ごとに1回

水洗便所の洗浄用に供する場合は「対象外」

実施年月日：　　年　　月　　日
業者名　　　：

実施年月日：　　年　　月　　日
業者名　　　：

　　　　　　　　　　（測定値　　　　　　ｍｇ/ｌ）

7日以内ごとに1回

実施年月日：　　年　　月　　日
業者名　　　：

不適項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

実施年月日：　　年　　月　　日
業者名　　　：

適 ・ 否

適　・　否　・　非該当

実施 ・ 未実施 ・ 対象外
実施年月日：　　年　　月　　日
業者名　　　：

　　　　　　　　　　（測定値　　　　　　ｍｇ/ｌ）

給湯設備の維持管理が適切かつ末端給水栓

にて55℃以上保持されている場合は「対象

外」

　　　　　　　　　　（測定値　　　　　　ｍｇ/ｌ）

適　・　否　・　非該当

適 ・ 否 ・ 下水直結

適 ・ 否

実施 ・ 未実施 ・ 対象外

実施 ・ 未実施 ・ 対象外

適　・　否　・　非該当

適　・　否　・　非該当

適　・　否　・　非該当

清
掃

貯水槽の清掃

ねずみ等の防除

雑用水槽の点検

実施 ・ 未実施 ・ 対象外

適　・　否　・　非該当

排水に関する設備の清掃

貯湯槽の清掃

大清掃の実施

適　・　否　・　非該当

実施 ・ 未実施 ・ 対象外

実施 ・ 未実施 ・ 対象外

判定

実施 ・ 未実施 ・ 対象外

適　・　否　・　非該当

実施 ・ 未実施 ・ 対象外

当該施設が市水直結又は専用水道の場合
は「対象外」

実施年月日：　　年　　月　　日
　　 業者名　　　：

不適項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

   　実施年月日：　　年　　月　　日
　　 業者名　　　：

実施 ・ 未実施 ・ 対象外

適　・　否　・　非該当

残
留
塩
素
の
検
査 湯

適　・　否　・　非該当

備考

当該施設が市水直結又は専用水道の場合

は「対象外」

検査の実施

基準の遵守

検査の実施

水
質
検
査

（
残
留
塩
素
以
外

）
基準の遵守

項目

水

検査の実施

基準の遵守

検査の実施

基準の遵守

湯

基準の遵守

水

検査の実施

別紙参照

7日以内ごとに1回

残
留
塩
素

の
検
査

水
質
検
査

（
残
留
塩
素
以
外

）
濁度　基準遵守

大腸菌　基準遵守

外観　基準遵守

臭気　基準遵守

ｐＨ値　基準遵守

検査の実施
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別表２ 建築物維持管理基準（一覧）

測定、検査等の内容 基準 測定時期等 

空

気

環

境

関

係

空気調和設備を設けている場合 

浮遊粉じんの量 0.15mg/㎥以下 

2 月以内ごと

に 1回 

一酸化炭素の含有率 6ppm 以下 

二酸化炭素の含有率 1,000ppm 以下 

温度 18℃以上 28℃以下 

相対湿度 40%以上 70%以下 

気流 0.5m/s 以下 

ホルムアルデヒドの量 0.1mg/㎥以下 ※ 

機械換気設備を設けている場合 

浮遊粉じんの量 0.15mg/㎥以下 

2 月以内ごと

に 1回 

一酸化炭素の含有率 6ppm 以下 

二酸化炭素の含有率 1,000ppm 以下 

気流 0.5m/s 以下 

ホルムアルデヒドの量 0.1mg/㎥以下 ※ 

※ 特定建築物の建築・大規模の修繕等を行ったとき、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以

後最初に到来する測定時期（6/1～9/30）中に１回 

空気調和設備に

関する衛生上必

要な措置 

冷却塔及び冷却水の管理 
1 月以内ごとに 1回、定期に点検必要に応

じて清掃､換水 

加湿装置の管理 1 月以内ごとに 1回、定期に点検必要に応

じて清掃 空調設備内の排水受け 

冷却塔､冷却水の水管･加湿装置の清掃 1 年以内ごとに 1回、定期に実施 

給

排

水

関

係

飲料水の管理 

※水質検査につ

いては中央式給

湯設備の給湯水

についても実施

する 

遊離残留塩素の検査

通常の場合 

0.1mg/L 以上 

7 日以内ごと

に 1回 

(結合残留塩素の場合

0.4mg/L 以上) 

汚染等の恐れが

ある場合 

0.2mg/L 以上 

(結合残留塩素の場合

1.5mg/L 以上) 

水質基準に関する水質検査 
水源(水道水､地下水)､検査項目により､ 

6 月、1年、3年に 1回 

貯水（湯）槽の清掃 １年以内ごとに１回 

雑用水の管理 

※水道事業及び

専用水道から供

給される水のみ

を水源とするも

のを除く 

遊離残留塩素の検査

通常の場合 

0.1mg/L 以上 

7 日以内ごと

に 1回 

(結合残留塩素の場合

0.4mg/L 以上) 

汚染等の恐れが

ある場合 

0.2mg/L 以上 

(結合残留塩素の場合

1.5mg/L 以上) 

散水、修景又は清掃

用水の水質基準及び

水質検査 

PH 値 5.8 以上 8.6 以下 
7 日以内ごと

に 1回 
臭気 異常でないこと 

外観 ほとんど無色透明 

大腸菌 検出されないこと 2 月以内ごと

に 1回 濁度 2 度以下 

水洗便所の用に供す

る水の水質基準及び

水質検査 

PH 値 5.8 以上 8.6 以下 
7 日以内ごと

に 1回 
臭気 異常でないこと 

外観 ほとんど無色透明 

大腸菌 検出されないこと 
2 月以内ごと

に１回 

排水の管理 排水に関する設備の清掃 6 月以内ごとに 1回 

清掃関係 日常清掃及び大清掃 6月以内ごとに1回､定期に､統一的に実施

ねずみ等の防除関係 

発生･生息場所及び侵入経路､被害状況

の調査 
6月以内ごとに1回､定期に､統一的に実施

ねずみ等の発生を防止するため必要な

措置 
上記調査の結果に基づき実施 
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別表３ 空気環境の管理基準

（政令 2①） （省令 3 の 2）
項目 基準 空気調和 機械換気 測定器※２ 測定値

１
浮遊粉じ

んの量

0.15mg/
㎥以下

〇 〇

グラスファイバーろ紙を装着

して、相対沈降径がおおむね

10μm 以下を重量法で測定す

る機器又は較正機器（※1）

平均値
２

一酸化炭

素の含有

率

6ppm 以

下

（※２）

〇 〇

検知管方式による一酸化炭素

検定器又はこれと同程度以上

の性能を有する測定器

３

二酸化炭

素の含有

率

1,000pp
m 以下

〇 〇

検知管方式による二酸化炭素

検定器又はこれと同程度以上

の性能を有する測定器

４ 温度
18℃以上

28℃以下
〇 ×

0.5 度目盛の温度計又はこれ

と同程度以上の性能を有する

測定器

瞬間値

５ 相対湿度
40％以上

70％以下
〇 ×

0.5 度目盛の乾湿球湿度計又

はこれと同程度以上の性能を

有する測定器

６ 気流
0.5m/s 以

下
〇 〇

0.2ｍ/s 以上の気流を測定でき

る風速計又はこれと同程度以

上の性能を有する測定器

７

ホルムア

ルデヒド

の量

0.1mg/㎥
(0.08ppm

)以下

〇 〇

2,4-ｼﾞﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ捕集－

高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法により測

定する機器、4-ｱﾐﾉｰ 3-ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾉ
-5-ﾒﾙｶﾌﾟﾄ-1,2,4-ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ法に

より測定する機器又は厚生労

働大臣が別に指定する測定器

（別表３-１）

※１ 厚生労働大臣の登録を受けた者(「公益財団法人日本建築衛生管理教育センター」)
の較正を、１年以内ごとに１回受けること。（省令 3 の２①）

※２ ２から６までの測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含

む。（省令 3 の２①）
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別表３-１ 厚生労働大臣が指定する測定器

指定番号 型式 製造者等の名称

１５０１ ＦＰ－３０ 理研計器株式会社

１５０２ ７１０ 光明理化学工業株式会社

１５０３ ＸＰ－３０８Ｂ 新コスモス電機株式会社

１５０４ ９１Ｐ 株式会社ガステック

１５０５ ９１ＰＬ 株式会社ガステック

１５０６ ＴＦＢＡ－Ａ 株式会社住化分析センター

１６０１ ＩＳ４１６０－ＳＰ（ＨＣＨＯ） 株式会社ジェイエムエス

１６０２ ホルムアルデメータ htＶ 株式会社ジェイエムエス

１６０３ ３分測定携帯型ホルムアルデヒドセンサー 株式会社バイオメディア

１６０４ ＦＡＮＡＴ－１０ 有限会社エフテクノ

１９０１ ＣＮＥＴ－Ａ 株式会社住化分析センター

１９０２ ＭＤＳ－１００ 株式会社ガステック

２３０１ ＦＭＭ－ＭＤ 神栄テクノロジー株式会社

２７０１ ＦＰ－３１ 理研計器株式会社

２７０２ ７１３ 光明理化学工業株式会社

２７０３ ２６１Ｓ 株式会社ガステック

平成 15 年 5 月 7 日厚生労働省告示第 204 号

平成 23 年 8 月 8 日厚生労働省告示第 282 号により 2301 追加

平成 27 年 3 月 19 日厚生労働省告示第 72 号により 2701 から 2703 追加
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別表４

特定建築物衛生法施行規則に基づく水質検査の概要    
No. 項目 基準値 水道水 地下水等 備考 
1 一般細菌 100 個/mL 以下 ○ ○ 病原生物 

2 大腸菌 検出されないこと ○ ○ 〃 

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L 以下 重金属 

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L 以下 〃 

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L 以下 〃 

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 ○ ○ 〃 

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L 以下 〃 

8 六価クロム化合物 0.02mg/L 以下 〃 

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L 以下 ○ ○ 〃 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L 以下 △ △ 無機物 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下 ○ ○ 〃 

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L 以下 〃 

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L 以下 〃 

14 四塩化炭素 0.002mg/L 以下 ■ 一般有機化学物質 

15 1,4‐ジオキサン 0.05mg/L 以下 〃 

16
シス-1,2‐ジクロロエチレン及び 
トランス-1,2‐ジクロロエチレン 

0.04mg/L 以下 ■ 〃 

17 ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 ■ 〃 

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 ■ 〃 

19 トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下 ■ 〃 

20 ベンゼン 0.01mg/L 以下 ■ 〃 

21 塩素酸 0.6mg/L 以下 △ △ 消毒副生成物 

22 クロロ酢酸 0.02mg/L 以下 △ △ 〃 

23 クロロホルム 0.06mg/L 以下 △ △ 〃 

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 △ △ 〃 

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下 △ △ 〃 

26 臭素酸 0.01mg/L 以下 △ △ 〃 

27 総トリハロメタン 0.1mg/L 以下 △ △ 〃 

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 △ △ 〃 

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下 △ △ 〃 

30 ブロモホルム 0.09mg/L 以下 △ △ 〃 

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下 △ △ 〃 

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L 以下 ○ ○ 重金属 

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L 以下 〃 

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L 以下 ○ ○ 〃 

35 銅及びその化合物 1.0mg/L 以下 ○ ○ 〃 

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L 以下 〃 

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L 以下 〃 

38 塩化物イオン 200mg/L 以下 ○ ○ 無機物 

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L 以下 〃 

40 蒸発残留物 500mg/L 以下 ○ ○ 〃 

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L 以下 一般有機化学物質 

42 ジェオスミン 0.00001mg/L 以下 〃 

43 2‐メチルイソボルネオール 0.00001mg/L 以下 〃 

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 以下 〃 

45 フェノール類 0.005mg/L 以下 ■ 〃 

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L 以下 ○ ○ 〃 

47 ｐＨ値 5.8 以上 8.6 以下 ○ ○ 基礎的性状 

48 味 異常でないこと ○ ○ 〃 

49 臭気 異常でないこと ○ ○ 〃 

50 色度 5 度以下 ○ ○ 〃 

51 濁度 2 度以下 ○ ○ 〃 

○：6月以内ごとに 1回（16 項目） 
  （鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物については、検査の結果、基準に適合している場合は次回の検査を省略できる） 
△：1年以内ごと（測定期間中（6/1～9/30））に 1回（12 項目） 
■：3年以内ごとに 1回（7項目） 
注 1)水道事業の水道及び専用水道のみの場合 
  ：供給する水に異常を認めるときは全項目のうち必要なものについて検査 
注 2)地下水等を全部または一部を飲料供給する場合 
  ：使用開始前に全項目測定 
  ：供給する水に異常を認めるときは全項目のうち必要なものについて検査 
  ：周辺の井戸等の水質変化などから判断して、基準に適合しないおそれがあるときは、全項目のうち 

必要なものについて検査 
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別表５ 給水用防錆剤の品質規格

       種類

項目

1 種 2 種 3 種

1 号 2 号 1 号 2 号 1 号 2 号

主
成
分

リン酸塩（五酸

化リン（P₂O₅）
として）

51％以上

かつ表示

値± 1％

以内

11％以上

かつ表示

値±.5％
以内

両成分を

合計して

51％以上

かつ表示

値± 1％

以内

両成分を

合計して

11％以上

かつ表示

値±0.5％
以内

ケイ酸塩

(二酸化ケイ素

(SiO₂)として) 

62％以上

かつ表示

値± 1％

以内

13％以上

かつ表示

値±0.5％
以内

外観及び性状

無色、白

色又はわ

ずかに着

色した固

体状のも

の

無色透明

の液体

無色又は

わずかに

着色した

固体状の

もの

1 種 2 号

に同じ

1 種 1 号

に同じ

1 種 2 号

に同じ

主
成
分
以
外
の
金
属
等

ヒ素
2 ㎎/㎏
以下

固形換算

して 1 種

1 号に同

じ

1 種 1 号

に同じ

固形換算

して 1 種

1 号に同

じ

1 種 1 号

に同じ

固形換算

して 1 種

1 号に同

じ
カドミニウム

2 ㎎/㎏
以下

鉛
15 ㎎/㎏
以下

水銀
0.2 ㎎/㎏
以下

不溶分
0.05％
以下

（平成 15 年 4 月 15 日環衛発第 0415001 号）
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別表６ 雑用水の管理基準（省令 4 の 2①③④⑤）

項目 基準
散水、修景又は清掃

の用に供する雑用水

水洗便所の洗浄

用に供する雑用

水

検査方法

（H15.3.14 健衛

発第 0314002 号）

ｐＨ値 5.8 以上 8.6 以下

7 日以内ごとに 1 回
7 日以内ごとに

1 回

水質基準に関す

る省令の規定に

基づき厚生労働

大臣が定める方

法（平成 15 年厚

生労働省告示第

261 号）

臭気 異常でないこと

外観
ほとんど無色透明

であること

大腸菌 検出されないこと

2 月以内ごとに 1 回

2 月以内ごとに

1 回

濁度
2 度以下であるこ

と

遊 離 残

留塩素

0.1 ㎎/L 以上であ

ること（結合の場

合は 0.4㎎/L以上）

7 日以内ごとに 1 回
7 日以内ごとに

1 回

DPD 法又はこれ

と同等以上の精

度を有する検査

方法
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別表７ 物的要件

区分
物的要件

機械器具 設備

建築物清掃業
(1) 真空掃除機

(2) 床みがき機
―

建築物空気環境測定業

(1) 浮遊粉じん測定機

(2) 一酸化炭素測定器

(3) 二酸化炭素測定器

(4) 温度計(0.5℃目盛の温度計) 
(5) 湿度計(0.5℃目盛の乾湿球湿度計) 
(6) 風速計(0.2m/s 以上の気流を測定できるもの)
(7) 空気環境の測定に必要な器具(測定器固定用

スタンド等) 

―

建築物空気調和用ダクト清掃業

(1) 電気ドリル及びシャー又はニブラ

(2) 内視鏡（写真を撮影することができるものに

限る。）

(3) 電子天びん又は化学天びん（１mg 以上の分

解能を有するものでなければならない。）

(4) コンプレッサー

(5) 集じん機

(6) 真空掃除機

―

建築物飲料水水質検査業

(1) 高圧蒸気滅菌器及び恒温器

(2) フレームレスー原子吸光光度計、誘導結合プ

ラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズ

マー質量分析装置

(3) イオンクロマトグラフ

(4) 乾燥器

(5) 全有機炭素定量装置

(6) pH 計

(7) 分光光度計又は光電光度計

(8) ガスクロマトグラフー質量分析計

(9) 電子天びん又は化学天びん

水質検査を適確に行うことのできる検査室

① 実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が、水質検査

実施者の作業にふさわしい配置になっていること。

② 実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり、使用しやすい配置と

なっていること。

③ ドラフトチャンバーが設置されていること。

④ 必要な換気扇、水栓、ガス栓及びコンセントが設けられていること。

⑤ 細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区別されてい

ることが望ましいこと。

⑥ 天秤台など必要な部分に防震装置が施されていること。

建築物飲料水貯水槽清掃業

(1) 揚水ポンプ

(2) 高圧洗浄機

(3) 残水処理機

(4) 換気ファン

(5) 防水型照明器具

(6) 色度計、濁度計及び残留塩素測定器

※機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のも

のであること。

機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫

① 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。

② 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜

まらない構造であること。

③ 機械器具を保管するのに適切な規模であること。

④ 他の用途に用いる機械器具類も合わせて保管している倉庫の一部が

保管庫となっているような場合には、貯水槽清掃作業に用いる機械

器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用す

るおそれがないようになっていること。

⑤ 保管庫は施錠ができ、みだりに機械器具を持ち出せないようになっ

ていること。

建築物排水管清掃業

(1) 内視鏡（写真を撮影することができるものに

限る。）(ケーブルの長さは、15m 程度以上の

ものでなければならない。) 
(2) 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル

(3) ワイヤ式管清掃機

(4) 空圧式管清掃機

(5) 排水ポンプ

※機械器具は、排水管の清掃に専用のものである

こと。

機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫

① 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。

② 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜

まらない構造であること。

③ 機械器具を保管するのに適切な規模であること。

④ 他の用途に用いる機械器具類も合わせて保管している倉庫の一部が

保管庫となっているような場合には、排水管清掃作業に用いる機械

器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用す

るおそれがないようになっていること。

⑤ 保管庫は施錠ができ、みだりに機械器具を持ち出せないようになっ

ていること。

建築物ねずみ昆虫等防除業

(1) 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡

(2) 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器

(3) 噴霧機及び散粉機

(4) 真空掃除機

(5) 防毒マスク及び消火器

機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専

用の保管庫

① 機械器具に残留した薬剤や保管されている薬剤が飛散流出し、及び

地価に浸透し、並びに臭気が漏れるおそれのないものであること。

② 薬剤による腐食を防止するために必要な措置が講じられているこ

と。

③ 引火事故の起こりにくい構造となっていること。

④ 機械器具及び薬剤を保管するのに適切な規模であること。

⑤ 他の用途に用いる機械器具類も合わせて保管している倉庫の一部が

保管庫となっているような場合には、防除作業に用いる機械器具及

び薬剤を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用

するおそれがないようになっていること。

⑥ 保管庫は施錠ができ、みだりに機械器具を持ち出せないようになっ

ていること。

建築物環境衛生総合管理業

(1) 真空掃除機

(2) 床みがき機

(3) 浮遊粉じん測定機

(4) 一酸化炭素測定器

(5) 二酸化炭素測定器

(6) 温度計(0.5℃目盛の温度計) 
(7) 湿度計(0.5℃目盛の乾湿球湿度計) 
(8) 風速計(0.2m/s 以上の気流を測定できるもの)
(9) 空気環境の測定に必要な器具(測定器固定用

スタンド等) 
(10) 残留塩素測定器

―
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別表８ 人的要件（監督者等） 

区分 
人的要件 

監督者等 

建築物清掃業 

＜清掃作業監督者＞ 

職業能力開発促進法第 44 条第 1 項に規定する技能検定であってビルクリーニングの職種に係るものに合格した者又は建築

物環境衛生管理技術者の免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するもの 

イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から６年を経過

しない者 

ロ イの講習を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を

修了し、修了した日から６年を経過しないもの 

建築物空気環境測定業 

＜空気環境測定実施者＞ 

次のいずれかに該当する者 

イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から 6 年を経過

しない者 

ロ イの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための再講習の

課程を修了し、修了した日から 6 年を経過しないもの 

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者を

いう。ただし、登録の有効期間終了後、引き続いてその者を空気環境測定実施者として再登録を受けようとする場合には、

そのものがイの再講習の課程を修了し、その後 6 年を経過していないものでなければならない。） 

建築物空気調和用ダクト清掃業

＜ダクト清掃作業監督者＞ 

次のいずれかに該当する者 

イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了し

た日から 6 年を経過しない者 

ロ イの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う

者のための再講習の課程を修了し、修了した日から 6 年を経過しないもの 

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者を

いう。ただし、登録の有効期間終了後、引き続いてその者をダクト清掃作業監督者として再登録を受けようとする場合に

は、そのものがイの再講習の課程を修了し、その後 6 年を経過していないものでなければならない。） 

建築物飲料水水質検査業 

＜水質検査実施者＞ 

次のいずれかに該当する者 

イ 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、

医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、１

年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者 

ロ 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、１年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事し

た経験を有する者 

ハ 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修め

て卒業した後、２年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者 

ニ イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（注１） 

建築物飲料水貯水槽清掃業 

＜貯水槽清掃作業監督者＞ 

次のいずれかに該当する者 

イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から 6

年を経過しない者 

ロ イの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための

再講習の課程を修了し、修了した日から 6 年を経過しないもの 

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者を

いう。ただし、登録の有効期間終了後、引き続いてその者を貯水槽清掃作業監督者として再登録を受けようとする場合に

は、そのものがイの再講習の課程を修了し、その後 6 年を経過していないものでなければならない。） 

建築物排水管清掃業 

＜排水管清掃作業監督者＞ 

次のいずれかに該当する者 

イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から 6

年を経過しない者 

ロ イの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業の監督を行う者のための

再講習の課程を修了し、修了した日から 6 年を経過しないもの 

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者を

いう。ただし、登録の有効期間終了後、引き続いてその者を排水管清掃作業監督者として再登録を受けようとする場合に

は、そのものがイの再講習の課程を修了し、その後 6 年を経過していないものでなければならない。） 

建築物ねずみ昆虫等防除業 

＜防除作業監督者＞ 

次のいずれかに該当する者 

イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ、昆虫等の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した

日から 6 年を経過しない者 

ロ イの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ、昆虫等の防除作業の監督を行う者

のための再講習の課程を修了し、修了した日から 6 年を経過しないもの 

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（注２） 

建築物環境衛生総合管理業 

＜統括管理者＞ 

建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者であって、次のいずれかに該当する者 

イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から 6 年を経過し

ない者 

ロ イの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための再講習の課

程を修了し、修了した日から 6 年を経過しないもの 

＜清掃作業監督者＞ 

※ 建築物清掃業に同じ 

＜空調給排水管理監督者＞ 

職業能力開発促進法第 44 条第 1 項に規定する技能検定であってビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は建築物環境

衛生管理技術者の免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するもの 

イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のた

めの講習の課程を修了し、修了した日から 6年を経過しない者 

ロ イの講習を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料

水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から 6 年を経過しないもの 

＜空気環境測定実施者＞ 

※ 建築物空気環境測定業に同じ 

（注１） ア 技術士法第２条に規定する技術士（技術士法施行規則第９条、第 10 条及び第 11 条の技術部門について行われた技術士法第７条に規定する本試験

に合格した者に限る。） 

     イ 学校教育法に基づく大学、短期大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令の基づく専門学校以外の学校を卒業し、若し

くはその課程を修了し、又は文部科学大臣の行う資格検定に合格した者等で、当該学校の入学資格、修業年数、修業内容又は検定の程度等から判断

して、第 3 号イ又はハに掲げる者と同等以上の学歴を有すると認められるもの（ただし、イ又はハに規定する実務経験を有することを必要とする。）

（注２） 一律に定められてはいない。 
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別表９ 人的要件（従事者）

区分
人的要件

その他の基準
従事者

建築物清掃業

清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること

イ 清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。

ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期

的に行われるものであること。

ハ その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業

の安全及び衛生に関するものであること。

ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。

清掃作業及び清掃用機械器具の

維持管理の方法等に係る基準

(平成 14 年厚生労働省告示第

117 号)に適合していること。

建築物空気環境測定業 ―

建築物空気調和用ダクト清掃業

空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したもので

あること

イ 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。

ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期

的に行われるものであること。

ハ その内容が、空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調

和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。

ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。

建築物飲料水水質検査業 ―

建築物飲料水貯水槽清掃業

飲料水の貯水槽の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであ

ること

イ 貯水槽の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。

ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期

的に行われるものであること。

ハ その内容が、貯水槽の掃除方法、塗装方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業の安

全及び衛生に関するものであること。

ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。

建築物排水管清掃業

排水管の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること

イ 排水管の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。

ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期

的に行われるものであること。

ハ その内容が、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業

の安全及び衛生に関するものであること。

ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。

建築物ねずみ昆虫等防除業

ねずみ、昆虫等の防除作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものである

こと

イ ねずみ、昆虫等の防除作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。

ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期

的に行われるものであること。

ハ その内容が、ねずみ、昆虫等の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使

用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること。

ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。

建築物環境衛生総合管理業

＜清掃作業従事者＞

※ 建築物清掃業に同じ

＜空調給排水管理従事者＞

空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が次の要件に

該当する研修を修了したものであること

イ 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者のすべて

が受講できるものであること。

ロ その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること。

※ 事業主自ら行う従事者研修については、研修に使用する教材及び研修の指導者等が、登録団体が行う研修に相当するものであること。
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別表 10 

登録申請添付書類調査票

営 業 所 名

新 規

再登録 登録番号：浜松市   第   号 

登録期間：   年  月  日～  年  月  日 

             事業の種類 

添付書類 

清

掃

業

空

気

環

境

測

定

業

空
気
調
和
用
ダ
ク
ト
清
掃
業

飲

料

水

水

質

検

査

業

飲
料
水
貯
水
槽
清
掃
業

排

水

管

清

掃

業

ね
ず
み
昆
虫
等
防
除
業

環
境
衛
生
総
合
管
理
業

申請書         

登録申請手数料 35,000 円 45,000 円 

案内図         

機械器具の概要を記載した書面         

借用の場合貸借契約書の写(本証対照)

監督者等氏名を記載した書面及び資格 
を証する書類(本証対照)

従事者研修の実施状況を記載した書面 
(新規登録：実績 1 年間＋計画 1年間) 

(再 登 録：実績 6年間＋計画 1年間)

登録団体が実施した研修を受けた場合は 

登録団体が発行した修了証の写(本証対照) 

作業の実施方法等を記載した書面 
(器具等の維持管理方法を含む) 

検査室の設置場所・構造及び機械器具の
配置を示す図面 
機械器具等の保管庫の設置場所・構造及
び保管状態を明らかにする図面 
公益法人・事業協同組合等の場合、定款又 

は寄付行為 

備考         
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別表 11 監督者等の資格を有することを証する書類
区分 資格の種類 提出書類

建築物清掃業 清掃作業監督者講習会修了者
清掃作業監督者講習会修了証書の写

し

建築物空気環境測定業 

空気環境測定実施者講習会修

了者

空気環境測定実施者講習会修了証書

の写し

建築物環境衛生管理技術者免

状の交付を受けている者

建築物環境衛生管理技術者免状の写

し

建築物空気調和用ダクト清掃業

ダクト清掃作業監督者講習会

修了者

ダクト清掃作業監督者講習会修了者

証書の写し

建築物環境衛生管理技術者免

状の交付を受けている者

建築物環境衛生管理技術者免状の写

し

建築物飲料水水質検査業 

学校教育法に基づく大学等に

おいて理学等の課程を修めて

卒業した後、1 年以上の実務経

験を有する者

卒業証明書、実務従事証明書

衛生検査技師又は臨床検査技

師であって、1 年以上の実務経

験を有する者

衛生検査技師免許証又は臨床検査技

師免許証の写し、実務従事証明書

学校教育法に基づく短期大学

又は高等専門学校において生

物学等の課程を修めて卒業し

た後、2 年以上の実務経験を有

する者

卒業証明書、実務従事証明書

技術士 技術士登録証の写し

学校教育法に基づく短期大学

又は高等専門学校以外の学校

において所要の課程を修めて

卒業した後、所要の実務経験を

有する者

卒業証明書、実務従事証明書

建築物飲料水貯水槽清掃業 

貯水槽清掃作業監督者講習会

修了者

貯水槽清掃作業監督者講習会修了証

書の写し

建築物環境衛生管理技術者免

状の交付を受けている者

建築物環境衛生管理技術者免状の写

し

建築物排水管清掃業 

排水管清掃作業監督者講習会

修了者

排水管清掃作業監督者講習会修了証

書の写し

建築物環境衛生管理技術者免

状の交付を受けている者

建築物環境衛生管理技術者免状の写

し

建築物ねずみ昆虫等防除業 防除作業監督者講習会修了者
防除作業監督者講習会修了証書の写

し

建築物環境衛生総合管理業 

統括管理者講習会修了者 統括管理者講習会修了証書の写し

（清掃作業監督者） （建築物清掃業に同じ）

空調給排水管理監督者講習会

修了者

空調給排水管理監督者講習会修了証

書の写し

（空気環境測定実施者） （建築物空気環境測定業に同じ）
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別表 12 各区分に応じた作業手順等

区分 作業手順等

建築物清掃業 

(1) 作業工程(日常清掃を行わない箇所についての定期点検に関する事

項を含む。）

(2) 機械器具等の点検の方法

(3) 清掃作業に伴って排出されるごみや清掃作業によって生じる排水

の処理方法

(4) 作業報告作成の手順

建築物空気環境測定業 

(1) 空気環境の測定方法

(2) 測定器の点検､較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法

(3) 測定結果報告作成の手順並びに測定結果の保存方法及び保存責任

者の氏名

建築物空気調和用ダクト清掃業

(1) 作業工程(ダクト清掃の効果の確認方法に関する事項を含む。) 
(2) 機械器具等の点検の方法

(3) ダクト清掃に伴って排出されるごみの処理方法

(4) 作業報告作成の手順

建築物飲料水水質検査業 

(1) 水質検査の方法(試料の採水及び保存に関する事項を含む。) 
(2) 試薬及び標準物質の保管方法

(3) 検査室の整理及び清掃の方法並びに管理責任者の氏名

(4) 機械器具の点検等の方法及びこれらの記録の保管方法

(5) 測定結果報告作成の手順並びに測定結果の保存方法及び保存責任

者の氏名

建築物飲料水貯水槽清掃業 

(1) 作業工程(貯水槽清掃後における貯水槽の水等の検査方法に関する

事項を含む。) 
(2) 使用する塩素剤の名称及び使用方法

(3) 機械器具の洗浄、作業衣等の消毒の方法

(4) 機械器具等の点検の方法

(5) 保管庫の管理責任者の氏名

(6) 従事者の検便等の時期及び検査機関

(7) 作業報告作成の手順

建築物排水管清掃業 

(1) 作業工程(排水管清掃の効果の確認方法に関する事項を含む。) 
(2) 機械器具等の点検の方法

(3) 保管庫の管理責任者の氏名

(4) 作業報告作成の手順

建築物ねずみ昆虫等防除業 

(1) 作業工程(事前調査及び事後調査の方法に関する事項を含む。) 
(2) 使用する薬剤の種類

(3) 薬剤の保管方法

(4) 機械器具等の点検の方法

(5) 保管庫の管理責任者の氏名

(6) 作業報告作成の手順

建築物環境衛生総合管理業 

(1) １に掲げる事項

(2) ２に掲げる事項

(3) 空気環境の調整､給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の方

法

(4) 上記に関する作業報告作成の手順
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分類 検査項目 検査内容 根拠 判定 備考 

共
通
事
項

登録の表示方法 ･看板、書類(報告書・契約書等)の表示は適切か。法12条の 3

登録の有効期限 ･登録証明書により確認する。(6年間) 法 12条の 2

登録証明書の保管状況 ･登録証明書が破損･紛失していないか確認する。

変更等の届出状況 

･氏名,名称,住所,代表者,所在地,責任者,機械器

具、監督者等、設備の維持管理方法等の変更があ

る場合、届出がされているか。(変更後 30日以内)

省令 33 条

ﾒﾓ①   

実績報告書の提出状況 
･実績報告が毎年提出されているか確認する。(事

業年度終了後 3 か月以内) 

ﾒﾓ① 決算期 

月末日

作業班の編成状況 
･作業班は監督者等･従事者･機器等を考慮して編

成されているか確認する。 

ﾒﾓ① 

委託 
･委託する際の手順及び委託した業務の実施状況

の把握がされていること。 

ﾒﾓ①,② 

苦情及び緊急の連絡体

制 

･苦情及び緊急時の連絡網（時間外･休日等）と、

対応方法が整備されていること。 

ﾒﾓ①,② 

人
的
要
件

監督者はいるか ･登録業務ごとに設置されているか。    

監督者等の資格の 

有効期限 

･講習会修了証等により有効期間(6 年間)を確認

し、再講習を受講しているか確認する。 

省令 25 条

～30条 

特定建築物の 

管理技術者との兼任 

(監督者等) 

･監督者等から事情を聴取し兼任していないか確

認する。(建築物管理技術者、監督者等名簿によ

り確認する。) 

ﾒﾓ① 

他業種との兼任 

(監督者等) 

･監督者等から事情を聴取し兼任していないか確

認する。 

ﾒﾓ① 

監督者等の業務は 

適正に行われているか 

･監督者等から事情聴取又は書類(業務日誌)によ

り確認する。 

そ
の
他

（指摘事項等） 

メ
モ

①建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について 

健衛発第 0326001 号(H14.3.26)厚生労働省健康局生活衛生課長通知 

②清掃作業及び清掃用器具の維持管理の方法等に係る基準 

  平成 14 年厚生労働省告示第 117 号(H14.3.26) 

別表 13         登録営業所立入検査審査票【共通】

営 業 所 名  登録業者氏名

営業所所在地  登 録の区 分 清・空・ダ・水・貯・排・ね・総 

登 録 番 号

登録 年月日

浜松市   第   号 

    年  月  日 
監督者等氏名

登 録 番 号

登録 年月日

浜松市   第   号 

    年  月  日 
監督者等氏名

登 録 番 号

登録 年月日

浜松市   第   号 

    年  月  日 
監督者等氏名

登 録 番 号

登録 年月日

浜松市   第   号 

    年  月  日 
監督者等氏名

立入年月日   年  月  日 立会者氏名  調査者氏名
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別表 14       登録営業所立入検査審査票【建築物清掃業】

分類 検査項目 検査内容 根拠 判定 備考 

報告書の記載内容及び

保管状況 

･報告書は保管されているか確認する。   

1)作業日時･作業内容･作業箇所･使用機器名･廃

棄物処理方法 

2)作業実施者名･監督者名   

3)問題点等に対する助言等   

作業計画及び作業手順書 ･建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計

画及び作業手順書を策定しているか。 

ﾒﾓ② 

･作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに

基づく清掃作業の実施状況について 3 か月以内

ごとに点検しているか。 

ﾒﾓ② 

人
的
要
件

従事者の研修は適正に

行われているか 

(ｱﾙﾊﾞｲﾄ、ﾊﾟｰﾄを含む) 

･実施記録にて確認する。(全員が 1 回/年以上) ﾒﾓ①  

1)社内研修の場合 

･研修のテキストが適正か確認する。  

･講師の資格等は適正か確認する。  

･研修の内容･時間は適正か確認する。  

2)登録団体等の研修会による場合  

･修了証書により確認する。    

*代表者のみが登録団体の研修会に参加した場合は 1)、2)両方

確認すること。 

物
的
要
件

機器類の数量は確保さ

れているか 

･登録時の数量が確保されているか、作業に十分な

数量か、機器台帳(現場確認又は聴取)により確

認。機械名･型式･数量･購入年月日 

省令 25 条 

1)真空掃除機  

2)床みがき機  

機器類は登録者の所有

のものか 

･事情聴取及び現場において確認する。(借用の場

合は、借主の貸出証明書及び現場を確認) 

ﾒﾓ① 

機器類は専用のものか ･２以上の事業、営業所で共有していないか。 ﾒﾓ① 

機器類の整備点検状況 ･点検記録･事情聴取及び現場において確認する。

そ
の
他

（指摘事項等） 
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別表 15     登録営業所立入検査審査票【建築物空気環境測定業】
分類 検査項目 検査内容 根拠 判定 備考 

検査結果の保存 ･5 年間保存しているか。 ﾒﾓ②   

報告書の記載内容及び

保管状況 

･報告書は保管されているか確認する。   

1)測定日時･測定時の状況(在室人数･喫煙者数･

天候等)･使用機器名･測定場所 

2)測定実施者名   

3)測定項目･測定結果   

4)問題点等に対する助言等   

物
的
要
件

機器類の数量は確保さ

れているか 

･登録時の数量が確保されているか、作業に十分な

数量か、機器台帳(現場確認又は聴取)により確

認。機械名･型式･数量･購入年月日 

省令 26 条 

1)浮遊粉じん測定器  

2)一酸化炭素測定器  

3)二酸化炭素測定器  

4)温度計(0.5℃目盛)  

5)湿度計(0.5℃目盛乾湿球湿度計)  

6)風速計(0.2m/s 以上の気流を測定できるもの)

7)測定器固定用スタンド等  

機器類は登録者の所有

のものか 

･事情聴取及び現場において確認する。(借用の場

合は、借主の貸出証明書及び現場を確認) 

ﾒﾓ① 

機器類は専用のものか ･２以上の事業、営業所で共有していないか。 ﾒﾓ① 

機器類の整備点検状況 ･点検記録･事情聴取及び現場において確認する。

粉じん計の較正の状況 ･浮遊粉じんの測定に使用する粉じん計について

厚生労働大臣の登録を受けた者の較正を1年に1

回受けているか較正済票等により確認する。 

省令３条の２

ﾒﾓ②  

較正 

  年

月 日

そ
の
他

（指摘事項等） 
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別表 16  登録営業所立入検査審査票【建築物空気調和用ダクト清掃業】
分類 検査項目 検査内容 根拠 判定 備考 

報告書の記載内容及び

保管状況 

･報告書は保管されているか確認する。   

1)作業日時･作業内容･作業箇所･使用機器（薬

剤）名 

2)作業実施者名･監督者名   

3)問題点等に対する助言等   

4)写真添付されているか。   

人
的
要
件

従事者の研修は適正に

行われているか 

(ｱﾙﾊﾞｲﾄ、ﾊﾟｰﾄを含む) 

･実施記録にて確認する。(全員が 1 回/年以上) ﾒﾓ①  

1)社内研修の場合 

･研修のテキストが適正か確認する。  

･講師の資格等は適正か確認する。  

･研修の内容･時間は適正か確認する。  

2)登録団体等の研修会による場合  

･修了証書により確認する。    

*代表者のみが登録団体の研修会に参加した場合は 1)、2)両方

確認すること。 

物
的
要
件

機器類の数量は確保さ

れているか 

･登録時の数量が確保されているか、作業に十分な

数量か、機器台帳(現場確認又は聴取)により確

認。機械名･型式･数量･購入年月日 

省令 26 条の 3

1)電気ドリル及びシャー又はニブラ  

2)内視鏡(写真撮影できるもの)  

3)電子天びん又は化学天びん(1 ㎎以上の分解能

を有するもの) 

4)コンプレッサー  

5)集じん機  

6)真空掃除機  

機器類は登録者の所有

のものか 

･事情聴取及び現場において確認する。(借用の場

合は、借主の貸出証明書及び現場を確認) 

ﾒﾓ① 

機器類は専用のものか ･２以上の事業、営業所で共有していないか。 ﾒﾓ① 

機器類の整備点検状況 ･点検記録･事情聴取及び現場において確認する。

そ
の
他

（指摘事項等） 
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別表 17    登録営業所立入検査審査票【建築物飲料水水質検査業】
分類 検査項目 検査内容 根拠 判定 備考 

検査結果の保存 ･5 年間保存しているか。 ﾒﾓ②   

報告書の記載内容及び

保管状況 

･報告書は保管されているか確認する。   

1)採水の日時･天候･場所･検査の日時   

2)採水者名･検査実施者名･方法   

3)検査項目･検査結果   

4)問題点等に対する助言等   

物
的
要
件

機器類の数量は確保さ

れているか 

･登録時の数量が確保されているか、作業に十分な

数量か、機器台帳(現場確認又は聴取)により確

認。機械名･型式･数量･購入年月日 

省令 27 条 

1)高圧蒸気滅菌器及び恒温器  

2)フレームレス－原子吸光光度計、誘導結合プ

ラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズ

マ－質量分析装置 

3)イオンクロマトグラフ  

4)乾燥器  

5)全有機炭素定量装置  

6)pH 計  

7)分光光度計又は光電光度計  

8)ガスクロマトグラフ－質量分析計  

9)電子天びん又は化学天びん  

機器類は登録者の所有

のものか 

･事情聴取及び現場において確認する。(借用の場

合は、借主の貸出証明書及び現場を確認) 

ﾒﾓ① 

機器類は専用のものか ･２以上の事業、営業所で共有していないか。 ﾒﾓ① 

機器類の整備点検状況 ･点検記録･事情聴取及び現場において確認する。

検査室の状況は適正か ･検査室について下記項目について確認する。 

1)実験台、流し台、作業台、測定台、薬品戸棚

の配置が作業にふさわしい配置となっている

こと。 

ﾒﾓ①

2)実験台等の上の機器の配置に余裕があり、使

用しやすい状態であること。 

ﾒﾓ①

3)ドラフトチャンバーが設置されていること。 ﾒﾓ①

4)必要な換気扇･水栓･ガス栓･コンセントが設

けられていること。 

ﾒﾓ①

5)細菌学的検査を行う場所と理学的検査を行う

場所は区分されていることが望ましいこと。

ﾒﾓ①

6)天びん台など必要な部分に必要な防震装置が

施されていること。 

ﾒﾓ①

7)検査室と事務室等が区画されているか。 

薬品類の保管状況 ･保管されている薬剤･試薬等について使用期限

等、管理は適正か確認する。 

ﾒﾓ② 

そ
の
他

（指摘事項等） 
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別表 18    登録営業所立入検査審査票【建築物飲料水貯水槽清掃業】

分類 検査項目 検査内容 根拠 判定 備考 

報告書の記載内容及び

保管状況 

･報告書は保管されているか確認する。   

1)実施日時･作業内容･使用機器名   

2)作業実施者名･監督者名   

3)使用消毒剤名･使用濃度･消毒回数･放置時間   

4)残留塩素･色度･濁度･臭気･味の測定結果   

5)設備等点検･補修状況   

6)塗装をした場合(塗料名･使用量)   

7)問題点等に対する助言等   

8)写真添付されているか。   

人
的
要
件

従事者の研修は適正に

行われているか 

(ｱﾙﾊﾞｲﾄ、ﾊﾟｰﾄを含む)

･実施記録にて確認する。(全員が 1 回/年以上) ﾒﾓ①  

1)社内研修の場合 

･研修のテキストが適正か確認する。  

･講師の資格等は適正か確認する。  

･研修の内容･時間は適正か確認する。  

2)登録団体等の研修会による場合  

･修了証書により確認する。    

*代表者のみが登録団体の研修会に参加した場合は 1)、2)両方

確認すること。 

従事者の健康管理は行

われているか 

･健康診断(検便)が行われているか書類(診断書、

検査成績書等)で確認する。(6 か月に 1回) 

物
的
要
件

機器類の数量は確保さ

れているか 

(貯水槽の清掃に専用の

ものであること) 

･登録時の数量が確保されているか、作業に十分な

数量か、機器台帳(現場確認又は聴取)により確

認。機械名･型式･数量･購入年月日 

省令 28 条 

1)揚水ポンプ  

2)高圧洗浄機  

3)残水処理機  

4)換気ファン  

5)防水型照明器具  

6)色度計、濁度計及び残留塩素測定器(DPD 法)  

機器類は登録者の所有

のものか 

･事情聴取及び現場において確認する。(借用の場

合は、借主の貸出証明書及び現場を確認) 

ﾒﾓ① 

機器類は専用のものか ･２以上の事業、営業所で共有していないか。 ﾒﾓ① 

機器類の整備点検状況 ･点検記録･事情聴取及び現場において確認する。

専用の保管庫が確保さ

れているか 

･専用の保管庫が確保されているか。下記事項について確認する。

1)機械器具等に雨水･汚水･泥等がかかるおそれ

のないこと。 

ﾒﾓ①

2)棚・箱等は水切り、水抜きが簡単にでき、水

が溜まらない構造のものであること。 

ﾒﾓ①

3)機械器具を確保するのに必要な規模のもので

あること。 

ﾒﾓ①
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(原則として自動車を保

管庫とすることはでき

ないが、作業件数がきわ

めて多く、その都度機械

器具の積み降ろしをす

ることが頻繁な場合の

み認める) 

4)他の用途の器具類の倉庫の一部が保管庫にな

っている場合は、独立した保管場所が確保さ

れ、誤用のおそれがないようにすること。 

ﾒﾓ①

5)独立の鍵がかかり、みだりに機器が持ち出せ

ないようになっていること。 

ﾒﾓ①

*自動車に機器が装備されている場合 

1)上記 1)、2)、3)の要件を満たしていること。 ﾒﾓ①

2)自動車は専用のもので他の用途に用いない。 ﾒﾓ①

3)車庫があること(壁･屋根･ｼｬｯﾀｰ) ﾒﾓ①

4)冬季等長期にわたり作業のない時期の機器を

車から降ろす場合は別途専用の保管庫を用意

すること。 

ﾒﾓ①

薬品類の保管状況 ･保管されている薬剤･試薬等について使用期限

等、管理は適正か確認する。 

ﾒﾓ②   

そ
の
他

（指摘事項等） 
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別表 19     登録営業所立入検査審査票【建築物排水管清掃業】
分類 検査項目 検査内容 根拠 判定 備考 

報告書の記載内容及び
保管状況 

･報告書は保管されているか確認する。   

1)作業日時･作業内容･作業箇所･使用機器名   

2)作業実施者名･監督者名   

3)問題点等に対する助言等   

4)写真添付されているか。   

人
的
要
件

従事者の研修は適正
に行われているか 
(ｱﾙﾊﾞｲﾄ、ﾊﾟｰﾄを含む) 

･実施記録にて確認する。(全員が 1 回/年以上) ﾒﾓ①  

1)社内研修の場合 

･研修のテキストが適正か確認する。  

･講師の資格等は適正か確認する。  

･研修の内容･時間は適正か確認する。  

2)登録団体等の研修会による場合  

･修了証書により確認する。    

*代表者のみが登録団体の研修会に参加した場合は 1)、2)両方
確認すること。 

物
的
要
件

機器類の数量は確保さ
れているか 
(排水管の清掃に専用の
ものであること) 

･登録時の数量が確保されているか、作業に十分な
数量か、機器台帳(現場確認又は聴取)により確
認。機械名･型式･数量･購入年月日 

省令 28 条の 3

1)内視鏡（写真撮影できるもの。15m 程度以上）

2)高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル  

3)ワイヤ式管清掃機  

4)空圧式管清掃機  

5)排水ポンプ  

機器類は登録者の所有
のものか 

･事情聴取及び現場において確認する。(借用の場
合は、借主の貸出証明書及び現場を確認) 

ﾒﾓ① 

機器類は専用のものか ･２以上の事業、営業所で共有していないか。 ﾒﾓ① 

機器類の整備点検状況 ･点検記録･事情聴取及び現場において確認する。

専用の保管庫が確保さ
れているか 

(原則として自動車を保
管庫とすることはでき
ないが、作業件数がきわ
めて多く、その都度機械
器具の積み降ろしをす
ることが頻繁な場合の
み認める) 

･専用の保管庫が確保されているか。下記事項について確認する。

1)機械器具等に雨水･汚水･泥等がかかるおそれ
のないこと。 

ﾒﾓ①

2)棚・箱等は水切り、水抜きが簡単にでき、水
が溜まらない構造のものであること。 

ﾒﾓ①

3)機械器具を確保するのに必要な規模のもので
あること。 

ﾒﾓ①

4)他の用途の器具類の倉庫の一部が保管庫にな
っている場合は、独立した保管場所が確保さ
れ、誤用のおそれがないようにすること。 

ﾒﾓ①

5)独立の鍵がかかり、みだりに機器が持ち出せ
ないようになっていること。 

ﾒﾓ①

*自動車に機器が装備されている場合 

1)上記 1)、2)、3)の要件を満たしていること。 ﾒﾓ①

2)自動車は専用のもので他の用途に用いない。 ﾒﾓ①

3)車庫があること(壁･屋根･ｼｬｯﾀｰ) ﾒﾓ①

4)冬季等長期にわたり作業のない時期の機器を
車から降ろす場合は別途専用の保管庫を用意
すること。 

ﾒﾓ①

そ
の
他

（指摘事項等） 
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別表 20   登録営業所立入検査審査票【建築物ねずみ昆虫等防除業】

分類 検査項目 検査内容 根拠 判定 備考 

報告書の記載内容及び

保管状況 

･報告書は保管されているか確認する。   

1)生息調査等実施日時･防除実施日時･作業内容

2)作業実施者名･監督者名   

3)生息調査等実施箇所･防除実施箇所･対象動物

名･使用薬剤名･使用量･使用機器名 

4)効果判定   

5)問題点等に対する助言等   

作業計画 建築物全体について、生息調査等に基づき、効果

的な作業計画を策定しているか。 

ﾒﾓ② 

人
的
要
件

従事者の研修は適正に

行われているか 

(ｱﾙﾊﾞｲﾄ､ﾊﾟｰﾄを含む) 

･実施記録にて確認する。(全員が 1 回/年以上) ﾒﾓ①  

1)社内研修の場合 

･研修のテキストが適正か確認する。  

･講師の資格等は適正か確認する。  

･研修の内容･時間は適正か確認する。  

2)登録団体等の研修会による場合  

･修了証書により確認する。    

*代表者のみが登録団体の研修会に参加した場合は 1)、2)両方

確認すること。 

物
的
要
件

機器類の数量は確保さ

れているか 

･登録時の数量が確保されているか、作業に十分な

数量か、機器台帳(現場確認又は聴取)により確

認。機械名･型式･数量･購入年月日 

省令 29 条 

1)照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡  

2)毒じ皿、毒じ箱及び補そ器  

3)噴霧機及び散粉機  

4)真空掃除機  

5)防毒マスク及び消火器  

機器類は登録者の所有
のものか 

･事情聴取及び現場において確認する。(借用の場
合は、借主の貸出証明書及び現場を確認) 

ﾒﾓ① 

機器類は専用のものか ･２以上の事業、営業所で共有していないか。 ﾒﾓ① 

機器類の整備点検状況 ･点検記録･事情聴取及び現場において確認する。

専門の保管庫が確保さ

れているか 

･専用の保管庫が確保されているか、下記事項について確認する。

1)機器に残留した薬剤等や保管中の薬剤が飛散

流出及び地下に浸透し並びに悪臭の漏れる恐

れのないこと。 

ﾒﾓ①

2)薬剤等による腐食を防止する必要な措置が講

じられていること。 

ﾒﾓ①

3)引火事故の起こりにくい構造となっているこ

と。 

ﾒﾓ①

4)使用機器・薬剤を保管するのに十分な規模で

あること。 

ﾒﾓ①

5)他の用途の機器類の倉庫の一部が保管庫にな

っているような場合は独立した保管場所が確

保され、誤用の恐れがないようにすること。

ﾒﾓ①
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(原則として自動車を保

管庫とすることはでき

ないが、作業件数がきわ

めて多く、その都度機械

器具の積み降ろしをす

ることが頻繁な場合の

み認める) 

6)独立の鍵がかかり、みだりに機器･薬剤が持ち

出せないようになっていること。 

ﾒﾓ①

*自動車に機器が装備されている場合 

1)上記 1)、2)、3)、4)の要件を満たしているこ

と。 

ﾒﾓ①

2)自動車は専用のもので他の用途に用いない。 ﾒﾓ①

3)車庫があること(壁･屋根･ｼｬｯﾀｰ) ﾒﾓ①

4)冬季等長期にわたり作業のない時期の機器を

車から降ろす場合は別途専用の保管庫を用意

すること。 

ﾒﾓ①

5)薬剤については別途専用の保管庫において確

保されること。 

ﾒﾓ① 

殺そ剤、殺虫剤について ･薬機法第14条又は第19条の２の規定による承認

を受けた医薬品又は医薬部外品を用いているか。

省令４条の５

2 項 

薬品類の保管状況 ･保管されている薬品･薬剤について使用期限等、

管理は適正か確認する。 

ﾒﾓ② 

そ
の
他

（指摘事項等） 
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別表 21   登録営業所立入検査審査票【建築物環境衛生総合管理業】
分類 検査項目 検査内容 根拠 判定 備考 

検査結果の保存 ･5 年間保存しているか。 ﾒﾓ②   

報告書の記載内容及び

保管状況 

･報告書は保管されているか確認する。   

1)清掃作業日時･作業内容･作業箇所･使用機器
名･廃棄物処理方法 

2)清掃作業実施者名･監督者名   

3)空気測定日時･測定時の状況(在室人数･喫煙
者数･天候等)･使用機器名･測定場所 

4)空気測定実施者名   

5)空気測定項目･測定結果   

6)簡易水質検査 (残留塩素･色度･濁度･臭気･
味)の結果･検査日時･採水日時･場所･実施者
名･方法 

7)空気調和設備、機械換気設備及び給排水設備
の運転に係る点検･補修について、実施日時･
実施者名･監督者名 

8)問題点等に対する助言等   

人
的
要
件

従事者の研修は適正に

行われているか（清掃･

空調給排水管理･水質検

査） 

(ｱﾙﾊﾞｲﾄ、ﾊﾟｰﾄを含む) 

･実施記録にて確認する。(全員が 1 回/年以上) ﾒﾓ①  

1)社内研修の場合 

･研修のテキストが適正か確認する。  

･講師の資格等は適正か確認する。  

･研修の内容･時間は適正か確認する。  

2)登録団体等の研修会による場合  

･修了証書により確認する。    

*代表者のみが登録団体の研修会に参加した場合は 1)、2)両方
確認すること。 

物
的
要
件

機器類の数量は確保さ

れているか 

･登録時の数量が確保されているか、十分な数量
か、機器台帳(現場確認又は聴取)により確認。機
械名･型式･数量･購入年月日 

省令 30 条 

1)真空掃除機  

2)床みがき機  

3)浮遊粉じん測定器  

4)一酸化炭素測定器  

5)二酸化炭素測定器  

6)温度計(0.5℃目盛)  

7)湿度計(0.5℃目盛乾湿球湿度計)  

8)風速計(0.2m/s 以上の気流を測定できるもの)

9)測定器固定用スタンド等  

10)残留塩素測定器(DPD 法)  

機器類は登録者の所有

のものか 

･事情聴取及び現場において確認する。(借用の場
合は、借主の貸出証明書及び現場を確認) 

ﾒﾓ① 

機器類は専用のものか ･２以上の事業、営業所で共有していないか。 ﾒﾓ① 

機器類の整備点検状況 ･点検記録･事情聴取及び現場において確認する。

粉じん計の較正の状況 ･浮遊粉じんの測定に使用する粉じん計について
厚生労働大臣の登録を受けた者の較正を1年に 1
回受けているか較正済票等により確認する。 

省令3条の2

ﾒﾓ② 

較正 

  年

月 日

薬品類の保管状況 ･保管されている薬剤･試薬等について使用期限
等、管理は適正か確認する。 

ﾒﾓ②   

そ
の
他

（指摘事項等） 
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様式１（第２関係） 
年  月  日 

（あて先）浜松市保健所長 
住所（所在地） 

届出者 
氏名（名称及び代表者氏名） 

（届出者（法人にあっては、その代表者）が署名又は押印する） 

特定建築物 
使用

該当 届 

 特定建築物 
が使用されるに

に 該 当 す る に 至ったので、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律第５条 
第１項

第２項 の規定により次のとおり届け出ます。 

特 定 建 築 物 の 名 称

特 定 建 築 物 の 所 在 場 所

特 定 建 築 物 の 用 途

特定用途に供される部分の延べ面積 ㎡

特定用途以外に供される部分の延べ面積 ㎡

特 定 建 築 物 の 構 造 設 備 の 概 要 別紙のとおり 

特定建築物維持管理

権原者 

氏名（名称及び代
表者氏名） 

住所（主たる事務
所の所在地） 

特定建築物所有者等

氏名（名称及び代
表者氏名） 

住所（主たる事務
所の所在地） 

建築物環境衛生管理

技術者 

氏 名  

住 所  

免 状 番 号 第        号 

兼 務 の 場 合 

他の特定建築物の

名称 

他の特定建築物の

所在場所 

特定建築物が使用されるに至った年月日 年  月  日 

特定建築物に該当するに至った年月日 年  月  日 
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別紙 

１ 建築物の概要     地上   階    地下   階 

階 
特定用途 特定用途以外の用途 

床面積 居室数 用途 床面積 居室数 用途 

 ㎡   ㎡

計       
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２ 空気調和・機械換気設備の概要 

空気調和・機械

換気設備の別 
型式 設置場所 性能・能力 台数 

各居室への空気

等の供給の方法

３ 供給施設 

水源の種別  

受水槽 
容量 ㎥

設置場所  

高 架 水 槽 
容量 ㎥

設置場所  

貯 湯 槽 
容量  

設置場所  

４ 排水処理（□ 下水道直結  □ その他） 

公 共 下 水 道
貯 留 槽 ㎥

設置場所  

合併処理浄化槽
規模 人槽

設置場所  

単独処理浄化槽
規模  

設置場所 人槽
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様式２（第２関係）

年  月  日 

（あて先）浜松市保健所長 

                    住所（所在地） 

                 届出者 

                    氏名（その名称及び代表者の氏名） 

（届出者（法人にあっては、その代表者）が署名又は押印する） 

特定建築物届出事項変更届 

特定建築物の届出事項に変更があったので、建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第５条第３項の規定により次のとおり届け出ます。 

特 定 建 築 物

名 称

所在場所

届 出 事 項 変 更 年 月 日 年  月  日 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後



56 

様式３（第２関係）

年  月  日 

（あて先）浜松市保健所長 

                  住所（所在地） 

               届出者 

                  氏名（その名称及び代表者の氏名） 

（届出者（法人にあっては、その代表者）が署名又は押印する） 

特定建築物非該当届 

特定建築物に該当しなくなったので、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第

５条第３項の規定により次のとおり届け出ます。 

特 定 建 築 物

名 称

所在場所

特 定 建 築 物 に 該 当

し な く な っ た 年 月 日
年  月  日 

特 定 建 築 物 に 該 当

し な く な っ た 理 由
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様式４（第２関係） 

年  月  日 

（あて先）浜松市長 

                    住所（所在地） 

                 届出者 

                    氏名（その名称及び代表者の氏名） 

（届出者（法人にあっては、その代表者）が署名又は押印する） 

給水用防錆剤使用届 

 建築物における給水用防錆剤の使用を開始したので、届け出ます。 

特 定 建 築 物 名 称  

特 定 建 築 物 所 在 地  

防錆剤使用開始年月日  

使用する防錆剤の種類  

防錆剤の管理責任者氏名  

防錆剤の管理責任者住所  
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様式５（第４関係） 

年  月  日 

（あて先）浜松市保健所長 

                   住所（所在地） 

                申請者 

                   氏名（名称並びに代表者及び住所） 

（申請者（法人にあっては、その代表者）が署名又は押印する） 

登 録 申 請 書 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の登録を受けたいの

で、関係書類を添えて申請します。 

登録を受けようとする事業の区分 

営業所 

名 称 

所 在 地 

責任者の氏名 
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様式６（第４関係） 

設  備  ・  機  器  名  簿

年  月  日現在 

名 称         型 式       数 量 購 入 年 月

 年 月
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様式７（第４関係） 

監 督 者 等 名 簿

年  月  日現在 

監督者・ 

実施者等 

の別 

氏 名 業務の範囲 経験年数 資格の種別 資格取得年月日 

年  年 月 日
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様式８（第４関係） 

研 修 実 施 状 況        （実績）（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日現在 

研修の

期日 
研修の内容 指導員の氏名及び資格 

対象 

従業員数

参加 

従業員数

人 人
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様式９（第４関係） 

研 修 実 施 状 況        （計画）（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日現在 

研修の

期日 
研修の内容 指導員の氏名及び資格 

対象 

従業員数

参加 

従業員数

人 人
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様式 10（第４関係） 

作 業 の 実 施 方 法 等

年  月  日現在 

作

業

班

の

編

成

作 業 班 監 督 者 等 の 氏 名            使 用 す る 機 械 器 具

作 業 の 手 順 等

業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法 

苦 情 及 び 緊 急 の 連 絡 に 対 す る 体 制
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様式 11（第４関係） 

建築物    業登録証明書 

商 号 ま た は 名 称

代 表 者 氏 名

登録に係る営業所の

名 称 及 び 所 在 地

登 録 番 号 浜松市   第   号 

登 録 有 効 期 間   年  月  日から  年  月  日まで 

上記につき、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第

１項の登録をしたことを証明する。 

年  月  日 

浜松市保健所長   氏名   ㊞
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様式 12（第４関係） 

年  月  日 

（あて先）浜松市保健所長 

                   住所（所在地） 

                申請者 

                   氏名（名称並びに代表者及び住所） 

（申請者（法人にあっては、その代表者）が署名又は押印する） 

登録事項等変更届出書

 次の事項を変更したので、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第３

３条第１項の規定により、届け出ます。 

登録を受けた事業の区分  

登 録 番 号

営 業 所

名 称

所 在 地

変 更 年 月 日           年  月  日 

変 更 事 項           変 更 前            変 更 後
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様式 13（第４関係） 

年  月  日 

（あて先）浜松市保健所長 

                   住所（所在地） 

                申請者 

                   氏名（名称並びに代表者及び住所） 

（申請者（法人にあっては、その代表者）が署名又は押印する） 

事業廃止届出書

 事業を廃止したので、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第３３条

第１項の規定により、届け出ます。 

登録を受けた事業の区分  

登 録 番 号

営 業 所

名 称

所 在 地

廃 止 年 月 日 年  月  日 
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様式 14（第４関係） 

年  月  日 

（あて先）浜松市保健所長 

                   住所（所在地） 

                申請者 

                   氏名（名称並びに代表者及び住所） 

（申請者（法人にあっては、その代表者）が署名又は押印する） 

登録事業実績報告書 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12 条の２第１項の規定による登録事業

に関し報告します。 

営 業 所

名 称

所 在 地

登 録を 受け た事 業の 区分

登 録 番 号

実 績 報 告 期 間

報告時における機械器具の概要  

報告時における監督者等の氏名  

登 録 を 受け た事 業の 実績

（備考）実績報告書は、営業所ごと、登録を受けた事業の区分ごとに作成すること。 
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様式 15（第４関係） 

登 録 を 受 け た 事 業 の 実 績

１ 登録を受けた事業を実施した建築物数 

（1）特定建築物       件

（2）非特定建築物 件

計 件

２ １の(1)の特定建築物の名称及び所在地 

名称 所在地 


